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平成19年５月24日（木曜日）

午前10時２分開会

会議に付託された議案等

○商工観光振興対策及び土木行政の推進に関す

る調査

○その他報告事項

・平成18年度の企業誘致の状況について

・最近の観光動向等について

・入札･契約制度改革に関する実施方針について

・道路整備の中期計画の作成について

・一ツ葉有料道路の値下げ実施状況について

・宮崎県景観形成基本方針について

出席委員（９人）

委 員 長 横 田 照 夫

副 委 員 長 田 口 雄 二

委 員 坂 元 裕 一

委 員 蓬 原 正 三

委 員 水 間 篤 典

委 員 濵 砂 守

委 員 萩 原 耕 三

委 員 外 山 良 治

委 員 武 井 俊 輔

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

商工観光労働部

商工観光労働部長 高 山 幹 男

商工観光労働部次長
河 野 富二喜

（ 商 工 担 当 ）

商工観光労働部次長
後 藤 厚 一

（観光・労働担当）

部参事兼商工政策課長 内枦保 博 秋

新産業支援課長 矢 野 好 孝

企業立地対策監 森 幸 男

地域産業振興課長 工 藤 良 長

経 営 金 融 課 長 古 賀 孝 士

観光・リゾート課長 橋 口 貴 至

労 働 政 策 課 長 西 盾 夫

地域雇用対策監 金 丸 裕 一

工業技術センター所長 河 野 雄 三

食品開発センター所長 青 山 好 文

県立産業技術専門校長 坂 口 正 紀

県土整備部

県 土 整 備 部 長 野 口 宏 一

県土整備部次長
濵 砂 公 一

（ 総 括 ）

県土整備部次長
山 田 康 夫

(道路･河川･港湾担当)

県土整備部次長
江 川 雅 俊

(都市計画･建築担当)

高速道対策局長 岡 田 義 美

管 理 課 長 持 原 道 雄

用 地 対 策 課 長 小 野 健 一

部参事兼技術検査課長 児 玉 幸 二

道 路 建 設 課 長 荒 川 孝 成

道 路 保 全 課 長 東 康 雄

河 川 課 長 児 玉 宏 紀

ダ ム 対 策 監 小 城 文 男

砂 防 課 長 桑 畑 則 幸

港 湾 課 長 竹 内 広 介

空 港 ・ ポ ー ト
立 脇 政 利

セールス対策監

都 市 計 画 課 長 河 野 大 樹

公園下水道課長 冨 髙 康 夫

建 築 住 宅 課 長 藤 原 憲 一

営 繕 課 長 藤 山 登
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高速道対策局次長 渡 邊 純 教

労働委員会事務局

事 務 局 長 黒 木 康 年

調 整 審 査 課 長 渋 谷 弘 二

事務局職員出席者

総務課主任主事 児 玉 直 樹

議事課主任主事 古 谷 信 人

ただいまから商工建設常任委員○横田委員長

会を開会いたします。

まず、委員席の決定についてでありますが、

現在、お座りの仮席のとおり決定してよろしい

でしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○横田委員長

します。

次に、本日の委員会の日程についてでありま

す。お手元に配付いたしました日程表のとおり

でよろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○横田委員長

します。

次に、委員会の運営方法についてであります

が、執行部入れかえの際は、委員長会議確認事

項のとおり、10分程度の休憩を設けることとし

。 、 、 、たいと考えます また 今 申し上げた要領で

今回より執行部の入れかえを行うことに御異議

ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○横田委員長

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時３分休憩

午前10時４分再開

委員会を再開いたします。○横田委員長

皆さん、おはようございます。商工観光労働

、 。部の皆様には 本当に御苦労さまでございます

一言ごあいさつを申し上げます。

先般行われました臨時県議会におきまして、

私ども９名が新しく商工建設常任委員会の委員

として選任をされました。私は今回、委員長を

させていただくことになりました宮崎市選出の

横田照夫でございます。どうぞよろしくお願い

申し上げます。これから２年間、この９名が皆

さん方にお世話になることになりますが、ひと

つおつき合いのほどよろしくお願い申し上げま

す。

東国原知事がマニフェストの中に100社立地の

１万人雇用とか、また観光振興とか、商工観光

労働部の所管項目について、いろいろと掲げて

おられます 今後 皆さん方はその方向に向かっ。 、

て行動していかれることになると思いますが、

私たち委員もその方向に異論を持っているわけ

ではありません。問題はそれをどうやって実現

していくか、その方法論じゃないかなというふ

うに思います。これからしっかりと議論を重ね

ていきたいと考えますので、委員の立場で、ま

た執行部の立場で、忌憚のない御意見を出して

いただきますようお願いを申し上げます。

それでは、私の方から委員の紹介をさせてい

。 。 。ただきます すみません 座らせてもらいます

まず、私の隣が延岡市選出の田口副委員長で

す。

次に、向かって左側ですが、日南市・南那珂

郡選出の坂元委員です。小林市選出の水間委員

です。西都市・西米良村選出の濵砂委員です。

都城市選出の萩原委員です。

続きまして、向かって右側ですが、北諸県郡
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選出の蓬原委員です。宮崎市選出の外山委員で

す。宮崎市選出の武井委員です。

次に、書記の紹介をいたします。正書記の古

谷主任主事です。副書記の児玉主任主事です。

以上であります。

次に、部長のあいさつ、幹部職員の紹介並び

に所管業務の概要説明等をお願いいたします。

商工観光労働部長の○高山商工観光労働部長

高山でございます。どうぞよろしくお願いいた

します。横田委員長を初め委員の皆様方には、

これから何かとお世話になるかと存じますけれ

ども、どうぞよろしく御指導、御支援を賜りま

すようお願いいたします。

私どもが所管いたします商工観光労働行政、

本県産業の活性化でありますとか、雇用の場の

確保など、県民生活に直接関係するものばかり

でございまして、県の活力を創造する上で大変

重要な部門であるというふうに認識をいたして

おります。御案内のとおり、県内産業を取り巻

く環境というのは依然として厳しい状況が続い

ておりますけれども、今後とも、本県の経済の

活性化を図るために、職員一丸となって取り組

んでまいる所存でございますので、どうぞよろ

しくお願いを申し上げます。

それでは、初めに、商工観光労働部の幹部職

員を紹介させていただきます。座ってさせてい

ただきます。お手元に「商工建設常任委員会資

料」というのをお配りしておりますが、これを

おめくりいただきまして１ページに幹部職員名

簿を記載しておりますので、これに従いまして

紹介をさせていただきたいと存じます。

まず、商工担当次長の河野富二喜でございま

す。

。観光・労働担当次長の後藤厚一でございます

商工政策課の部参事兼課長の内枦保博秋でご

ざいます。商工政策課課長補佐の冨高敏明でご

ざいます。

新産業支援課課長の矢野好孝でございます。

企業立地対策監の森幸男でございます。副参事

の藤野秀策でございますが、本日、休ませてい

ただいております。申しわけございません。新

産業支援課総括課長補佐の黒木秀樹でございま

す。企業立地担当課長補佐の奥野厚子でござい

ます。

。地域産業振興課課長の工藤良長でございます

地域産業振興課課長補佐の金子洋士でございま

す。

経営金融課課長、古賀孝士でございます。経

営金融課課長補佐の小谷昌志でございます。

観光・リゾート課課長の橋口貴至でございま

す。観光・リゾート課総括課長補佐の中田哲朗

でございます。同じく、誘致担当課長補佐の林

睦朗でございます。

労働政策課課長、西盾夫でございます。地域

雇用対策監、金丸裕一でございます。労働政策

課課長補佐の平原利明でございます。

工業技術センター所長の河野雄三でございま

す。

食品開発センター所長の青山好文でございま

す。

県立産業技術専門校校長の坂口正紀でござい

ます。

最後に、議会担当でございますけれども、商

。 、工政策課主幹の弓削博嗣でございます 同じく

主査の児玉洋一でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。

それでは、同じく、資料の２ページをお開き

いただきたいと存じますが、まず、商工観光労

。働部の執行体制につきまして御説明いたします

商工観光労働部は、本庁では商工部門４課と
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観光労働部門２課の計６課構成となっておりま

す。

次に、３ページをお開きいただきたいと思い

ます 職員の配置状況でございますが 本庁が110。 、

、 。名 出先機関が93名の計203名となっております

次に、４ページをごらんいただきたいと存じ

ます。平成19年度の商工観光労働部当初予算の

概要と主な重点事業についてでございます。

まず、予算額でございますけれども、一般会

計、特別会計を合わせまして289億7,515万7,000

円、対前年度比64.5％と大幅な減額となってお

りますが、これは、当初予算を骨格予算として

編成したためでございまして、新規事業等につ

きましては、６月議会に肉付け予算として改め

。て提案させていただくことといたしております

次に ５ページと６ページにわたりまして 19、 、

年度の当初予算の主な重点事業を部の３つの重

点施策に沿って整理したものでございます。そ

れぞれの事業内容につきましては、７ページ以

降に資料を添付しておりますので、後ほどごら

んいただければと存じますが 本日は このペー、 、

ジによりまして、主なもののみ御説明をさせて

いただきます。

まず、５ページの１点目の柱であります「就

業の場の拡大と労働環境の整備」についてでご

ざいます。

一番上 （１）の「若年者、障害者等就労支援、

強化事業」の中の①就職相談支援センター設置

事業につきましては、若年者等を対象に平成17

年度に設置いたしました就職相談支援センター

「ヤングジョブサポートみやざき」におきまし

て、個別カウンセリングやセミナーの開催、就

職情報の提供などを実施することといたしてお

ります。１つ飛びまして、③でありますけれど

も 「障害者雇用コーディネーター設置事業」に、

つきましては、県内各地に８名のコーディネー

ターを設置いたしまして、障害者雇用の啓発や

求人開拓等を行うことといたしております。

次に、２点目の柱であります「既存産業の活

性化と新産業の創出」についてでございます。

（３）の「販路拡大支援プロジェクト事業」

につきましては、県物産振興センターを核とい

たしまして、商談会や物産展の開催、新宿みや

ざき館ＫＯＮＮＥ等を活用した情報の受発信等

の事業によりまして、県産品の拡大を図ること

といたしております。

次に、６ページの一番上になりますが （５）、

「 」バイオメディカル新技術産業化展開推進事業

につきましては、平成15年度から実施しており

ます地域結集型共同研究事業の成果を新たな産

業へ結びつけていくために、創出されました新

技術の県内外企業への効果的なＰＲであります

とか、知的財産の戦略的な活用などを推進する

ことといたしております。

２つ飛びまして （８）の「中小企業融資制度、

貸付金」につきましては、中小企業金融の一層

の円滑化を図りますために、18の貸付を設けま

して、中小企業の活性化と経営の安定化を促進

することといたしております。

次に、３つ目の柱の「観光宮崎の再生」であ

りますが （11 「 国際リゾートみやざき』誘、 ）『

客活性化事業」につきましては、誘客対策を民

間と行政が一体となって積極的に展開すること

によりまして、国内及び東アジアを中心としま

した国外からの観光客を誘致することとしてお

ります。

（13）の「スポーツランドみやざき誘致促進

事業」につきましては、関係者に対します個別

セールス、あるいは大学、エージェントでの出

展セールス、あるいは団体のキーパーソン招聘
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などを行うことによりまして、一層の誘致促進

を図ることといたしております。

私の方からの説明は以上でありますが、この

ほかの報告事項につきましては、担当課長が説

明いたしますので、よろしくお願いをいたしま

す。

資料の25ページをごらん○森企業立地対策監

いただきたいと思います。平成18年度の企業誘

致状況について御説明いたします。

昨年度の企業誘致の実績は16件で、業種別で

は、２に書いてございます過去５年間の誘致件

数の表にありますように 製造業８件 情報サー、 、

。 、ビス業８件となっております 具体的な企業名

業種等につきましては、３の平成18年度誘致企

業一覧のとおりでございますが、これらの誘致

の結果、全体の最終雇用予定者数は、1,028名に

なったところでございます。特徴といたしまし

ては、人工腎臓用中空糸膜を製造するＡ・Ｋメ

ンブレムン製造株式会社や、透析用カテーテル

を製造する東郷メディキット株式会社といった

医療関連企業の誘致、また、千住金属工業株式

会社が県工業技術センターとＳＰＧ技術を応用

した半導体用などのハンダに関する共同研究を

進めておりましたが、新製品開発に成功し量産

工場を建設することになったこと、あるいは宮

崎市の青島に進出しておりますトランスコスモ

スシー・アール・エム宮崎株式会社が業務拡大

につき、第二センターとして300人規模の大型

コールセンターを設置することになったことな

どでございます。件数は昨年度に比べ減少して

おりますが、３年連続して1,000名を超える最終

雇用予定者数を確保したところでございます。

次に、４の誘致企業へのフォローアップ対策

でございます。平成15年度から誘致企業を直接

訪問して、企業の状況を伺うとともに、工場の

増設など、本県での事業拡大をお願いする誘致

企業フォローアップ対策強化事業を実施してお

りますが、平成18年度は、県外にあります本社

訪問などを含め172社を訪問したところでござい

ます。今後とも、積極的な誘致活動やフォロー

アップ事業に取り組み、企業誘致による雇用の

。場の創出に努めてまいりたいと考えております

以上でございます。

観光・リゾート課○橋口観光・リゾート課長

でございます。私の方からは最近の観光動向等

につきまして、２件ほど御説明をさせていただ

きます。資料の27ページからでございます。

１つ目の平成18年度におきます県外からのス

ポーツキャンプ、合宿の受け入れ実績について

でございます。平成18年度１年間の状況につき

ましては プロ野球 Ｊリーグなどのプロスポー、 、

ツ、あるいは社会人、学生などのアマチュア、

合わせまして全体で933団体、参加人数が２

万2,362人、延べ参加人数が15万1,894人となっ

ておりまして、いずれも過去最高となったとこ

ろでございます。表の下の特徴のところに掲げ

ておりますけれども、競技別では、野球、テニ

ス、ソフトボールなどが増加しておりまして、

また、地域別では、関東・関西地域からの来県

が大きく増加しております。また、市町村別の

状況を見てみますと、18年度は23の市町村で受

け入れを行っておりまして、そのうち13の市町

村で延べ人数が増加しております。資料の下の

方に年度別の推移をグラフにして掲げておりま

すけれども、ごらんいただきますように、着実

に増加しているということでございます。

右の方の28ページをごらんいただきたいと思

います。ただいま説明いたしました18年度のう

ちの19年春季、ことしの１月から３月でござい

、 。ますが この状況についてまとめてございます



- 6 -

①の表、全体でキャンプ、合宿、団体数の状

況、446団体、参加人数が１万516人、延べ参加

人数が９万9,415人となっておりまして、表の下

の方に特徴としてまとめておりますけれども、

その特徴の１つ目の丸のところ、団体数、参加

人数では前年比で若干減少いたしておりますけ

れども、１チーム当たりの滞在日数が長くなっ

たことなどから、延べ参加人数については過去

最高を記録いたしております。

、 、次に ②の表に戻っていただきますけれども

観客数及び経済効果についてでございます。観

客数につきましては、プロ野球の読売巨人軍と

か福岡ソフトバンクホークスの観客数が増加し

たということなどによりまして、全体で３

万3,000人増の56万1,000人となっております。

また、経済効果につきましては、選手、報道関

係者の直接消費額が10億5,500万円、観客の直接

消費額が42億2,000万円、新聞、テレビの報道に

よりますＰＲ効果が71億7,600万円ということ

、 、で 合計で124億5,100万円となっておりまして

これも過去最高となってございます。この要因

といたしましては、下の特徴のところの３つ目

、の丸印のところにまとめてございますけれども

キャンプ・合宿の延べ人数、観客数が増加した

、ことによりまして直接の消費額が増加したこと

、 、また 読売巨人軍の長嶋終身名誉監督の御来県

それからソフトバンクの王監督の現場復帰、そ

ういったことでプロ野球関係で話題が豊富だっ

たということなどから、ＰＲ効果が増加したこ

。とによるものと考えているところでございます

次の29ページでございますけれども、プロ野

球、Ｊリーグ等のキャンプ状況を記載してござ

います。プロ野球が昨年と同数の５チーム、Ｊ

、リーグが昨年度から２チーム増加いたしまして

過去最高の15チームが県内でキャンプを行って

おります。さらに、ことしは、下の方にありま

すけれども、韓国プロ野球チームが２チーム、

新たにキャンプを行うなど、アジア諸国からも

高い評価を得ているところでございます。

以上のとおり、スポーツキャンプや合宿は本

県経済への波及効果を含めまして、観光宮崎の

発展に大きく貢献しておりますことから、県と

いたしましても、今後とも、県民一体となって

盛り上げてまいりたいというふうに考えておる

ところでございます。

次に 30ページでございます 県庁見学ツアー、 。

等について御報告をいたします。

宮崎の情報が全国に発信されておりますこと

に伴いまして、県庁を訪れたいという観光客が

ふえておりまして、県庁ツアーを盛り込んだ旅

行商品化の提案も旅行会社から相次いでおると

ころでございます。こういった状況を踏まえま

して （１）にありますように、観光・リゾート、

課では、県庁を訪れる観光客の記念撮影などに

御利用いただくために、去る４月３日から県庁

正面玄関内に知事の等身大パネルを設置いたし

ております。設置以来、５月21日までに約１

万7,500人の方々が来庁されておるところでござ

います。

次に （２）の商品化の状況でございます。①、

にございますとおり、県庁見学ツアーは、県庁

前庭から県物産振興センター（物産館）までの

行程で 約50分程度 県と宮崎観光コンベンショ、 、

ン協会の職員が御案内をいたしております。こ

のツアーは、４月23日から第１陣としてスター

トしておりまして、２つ目の丸にありますよう

に、５月21日現在で28社、49コースの申請がご

ざいました。今後の見込みを含めまして、実施

予定は196件、送客の目標約9,000人となってい

るところでございます。また、②に掲げており
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ますけれども 知事写真あるいは知事のメッセー、

ジを旅行会社に提供することによりまして、県

内周遊旅行の商品化を促進しているところでご

ざいます。５月21日現在で48社、106コースの申

請がございまして、実施予定は337件、送客の目

標数は約４万人という商品が企画されていると

ころでございまして、首都圏のほか、北海道か

ら鹿児島まで全国各地からの誘客が進められて

いるところでございます。

私からの説明は以上でございます。

最後に、資料の最後○工藤地域産業振興課長

の31ページ、アンテナショップの売り上げ状況

について御説明いたします。

まず （１）の年間売上額等についてでありま、

す。これは、宮崎物産館、新宿みやざき館ＫＯ

ＮＮＥ、物産振興センター大阪支部の３店の平

成18年度の売り上げ状況でございます。まず、

年間売上額でありますが、宮崎物産館の平成18

年度の売り上げは、１億4,043万1,000円で前年

度の1.1倍、新宿みやざき館が４億43万9,000円

で1.3倍、大阪支部が1,119万6,000円で1.5倍、

合計では５億5,206万6,000円で、前年度の1.2倍

となっており、過去最高の年間売上額となって

おります。右の欄、年間買い上げ客数は、新宿

みやざき館の場合は34万7,180人で前年度の1.4

倍と大きく増加し、３店合計でも1.4倍となって

おります。

次に （２）の知事就任後の２月から４月まで、

の売上額でありますが、宮崎物産館の２月の売

り上げが1,348万4,000円で、前年同月の1.3倍、

３月が2,191万5,000円で2.2倍、４月が2,394

万5,000円で2.9倍と売り上げを伸ばしてきてお

ります。このうち、話題の鶏肉加工品は、２月

が前年同月の3.4倍、３月が11.4倍、４月が13.3

倍となっております。次に、新宿みやざき館で

も同様に売り上げを伸ばしておりまして、前年

同月と比べて売り上げが1.9倍、３月が2.5倍、

４月が2.7倍となっております。このうち、鶏肉

加工品は２月が4.4倍、３月が8.8倍、４月が9.7

倍となっており、全体の伸びと比べて鶏肉製品

の伸びが突出しております。

最後に、３のゴールデンウイーク期間中の売

上額等についてですが、売り上げは、前年と比

べて宮崎物産館が5.2倍、新宿みやざき館が2.3

倍となっており、多数の来店者があったものと

思われます。今後、この需要を一過性のものと

せずに定着させるためには、さらなる消費者に

、 。訴える商品力 提案力が重要と考えております

以上でございます。

、○横田委員長 執行部の説明が終わりましたが

委員の皆さん方、質疑がありましたらお願いし

ます。

今の説明ですが、売り上げが伸び○坂元委員

た鶏肉加工品というのは一般的にどのような商

品を言っているんですか。

今、一番出ているの○工藤地域産業振興課長

は炭火焼きですね。それと、鶏の薫製みたいな

もの、これは、鶏を原料に使って何か商品化し

たものということで扱っております。

炭火焼きというたら、材料はがブ○坂元委員

ロイラーじゃなくて地鶏だということですか。

地鶏ばかりじゃなく○工藤地域産業振興課長

て、ほかの銘柄鶏とか ブロイラーの商品もあ、

ります。

空港なんかで売っている炭火焼き○坂元委員

なんかを見ると「宮崎地鶏」と書いていますよ

ね。地鶏とか、農政水産部でちゃんと定義があ

りますよね。私は思うんだけど、知事が就任し

て４倍、６倍と地鶏の売り上げがふえたという

ふうにテレビのニュースでも言っていたんだけ
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ど、別に水を差すつもりはありませんよ。差す

つもりはないが、例えば、宮崎地頭鶏というの

は慢性的に品不足なんですよ。品不足であると

同時にひな不足。ひなもいない。つまり、ふ卵

が追いついていないわけですね。知事が就任し

てぱっと養ったとしても、やっぱり４カ月近く

養わないと地頭鶏というのは出荷できないんで

すよ。ということは、６倍ぐらいに売り上げが

伸びたということはそこに地頭鶏のストックが

あったということですね。

ストックがあったか○工藤地域産業振興課長

というか、地頭鶏ばっかりじゃなくて、赤鶏と

いうか、そういう銘柄鶏を使ったやつで、地鶏

の炭火焼きというんじゃなくて、鶏の炭火焼き

という商品名で売っておりましたんで 総称ひっ、

くるめてこんなに売り上げが伸びたということ

です。

赤鶏にしても県内にそれだけス○坂元委員

トックがあったということですね。

そこまでは調査して○工藤地域産業振興課長

いないんですけど、県産品の定義というのがあ

りまして、まず、県内の素材を使って県内業者

がやったやつ、それから県外の素材を使って県

内で県内の加工業者が加工したもの、それから

県内の素材を使って県外の業者がやった、この

３種類を県産品と呼んでおります。

その後の売り上げたふえたうちの○坂元委員

県産品はその３つのうちのどの部類のことを

言っているんですか。

すべてのものをひっ○工藤地域産業振興課長

くるめたものを計上しております。

今までは全然売れなかった鶏が急○坂元委員

に売れたと。じゃ、今まで売れ残っていた鶏は

どこにあったかというと冷凍室に入っていたと

いうことでしかないですよね。売り上げがぱっ

とふえるわけだから。それだけストックを抱え

る冷凍会社というのはどこにあるかということ

になるわけで、じゃ、その売り上げが伸びた分

の肉はどこから来たかということはあなたたち

としては関係ないかもしれないが、我々として

は関係があるんですよ。どこから来たんですか

という追跡調査をすると全くにせものなんです

よ。ですから、知事の似顔絵入りでああやって

空港の売店でも売っている、新宿ＫＯＮＮＥで

、 、 、も売っている 売っているが 調査してみると

出どころは全く違うところから来ていて、実際

は廃鶏だったということが事実なんですよ だっ。

たら、知事の似顔絵入りのを信頼して買ったの

に、何だ、出どころは宮崎じゃないじゃないか

と、地鶏でも何でもないじゃないかと。あなた

たちは地鶏と書いていないというふうに言うか

もしれないが、これだけ宮崎の地鶏は安心です

よというふうに言っていて、テレビのニュース

なんかでは地鶏の売り上げが６倍にふえたとか

言っているわけです。だから、みんな地鶏だと

思っているわけですよ。

この間、宮崎空港で売ってあるのを買う人に

「これは何だと思っているんですか」と聞いた

、「 。 」 。ら 宮崎地鶏でしょう 炭火焼きでしょう と

私は思うんだけど、我々が七輪か何かで炭火焼

きをしたとき、ああやって炭色がつきますか。

何で真空パックしているのに炭色がついている

かということですね。炭火で焼いたんだという

ことを証明するために炭をつけているわけで

しょう。普通、炭はつきませんよ、我々が焼肉

をやったって。よほど油が滴り落ちて、油が燃

えてすすが出るから、あのすすがくっついてあ

あいう炭火焼きの色になるだけで、炭がついて

いるから炭火焼きとしているが、必ずしも炭火

焼きとは限らないわけですね。例えば、宮崎に
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地鶏のもも焼き屋というのが300軒あります。そ

のうちの290軒はにせものですよ。これは廃鶏。

だから、そこ辺をちゃんと峻別しないと、農政

水産部も将来困ってくるだろうなと 「あの似顔。

絵にだまされたけれども、何だ、もとをたどれ

ば違うじゃないか」ということがやがては起き

てこないかというのが、私も水を差すつもりは

。 、ありませんよ 水を差すつもりはないけれども

これだけアンテナショップで売り上げがふえま

、 、した ふえましたというふうに一方的に喜んで

その正体を見たらどうなるのかということの影

響の方が私は大きいなと、農政水産部が今度は

被害者になるなというふうに考えているから、

この鶏肉の正体を教えてくださいと言っている

わけですよ。結局は主産地がどこかわからない

ということでしょう。わかりました。

ほかにありませんか。○横田委員長

実は私もそのことを心配していた○水間委員

んですよ。本当にまがいものといいますか、こ

こに来て、これだけ県産の地頭鶏を奨励しなが

ら、この前、農政水産部あたり、向こうの委員

会でしたから、部長に聞いたときは、正直言っ

て地頭鶏とまざっておりますというような話で

した。そこを考えると、今言うように、ほかか

ら入って、他県のものを持ってきて、あるいは

業者がそれを模倣といいますか、まねをして宮

崎県産の地鶏だということで売るようなことに

なる、仮にそんなことがあったということにな

れば、本当にこれまた信用の失墜というか、そ

んなことになるので、ひとつ、そこら辺は追跡

調査というか、さっきも言うように、これを余

り言うとまた大変なことになると思われること

もあるので、そこは内々にあなた方で追跡調査

を徹底してやるべきであろうと思いますね。こ

れだけムードが上がって 「さあ、宮崎県の地鶏、

は」と全国的に売れる中で、今言うように、ほ

かの県の方から持ってきたり、そのことが発覚

と言ったらおかしいですが、そんなことになら

ないように、ちょっと追跡調査を徹底してやっ

てみてくださいよ。どうですか。

炭火焼き、鶏の筋肉○工藤地域産業振興課長

と皮が一緒にひっついて炭で焼くというやつは

宮崎独特の食べ方らしいんですよ。それで、宮

崎入りの製品に限らず、早くも福岡の炭火焼き

とか、よその県の炭火焼きというやつまで出て

きていて、結局、炭火焼きで鶏肉を食べるとい

う、宮崎が売れたんだからほかの県でも売れる

だろうということで次々に出てきております。

そういうことも含めまして、いろんな事業を通

、 、じまして 宮崎の地鶏の商品力とか提案力とか

また、食べ方も、みそ味とか、ぴり辛味とか、

いろんなのも出てきていますので、そういうこ

とも含めまして 今後 指導というか メーカー、 、 、

の皆さんには提案していきたいと思っておりま

す。

それと、今、ドライブインに行く○水間委員

とほとんど知事のイラスト入りで売っているん

ですが、カレーであるとか、すべての食品の加

工品の裏を見ると「響ＫＫ」ということになっ

ていますね。知事のイラスト入りですよ。観光

客でドライブインに寄った人はほとんど買って

いくというような話ですが、そこらあたりの知

事の一つの商標登録についての商工観光労働部

というか、地鶏も含めて、そういう商標の云々

については何か相談があったものですか。それ

とも、どこに話をしてそういうものをつけられ

るというか、そういうことはどうなんですか。

知事のイラストにつ○工藤地域産業振興課長

きましては、まず統一したのをつくった方がい

いんじゃないかというようなことで研究をして
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いたんですけど、そのうちに次々に出てきまし

て、１つこれと決めたところでデフォルメされ

たやつも次々に出てきて、ちょっと統一するの

は難しいんじゃないかというような話がありま

して、それで、県では今のところはそういう管

理がなかなか難しいというようなこともありま

して、現在は、知事の後援会がまた別会社をつ

くったところで、着せかえ人形みたいな感じの

イラスト集がありまして、そこに相談して、そ

こで了解を得られたものについては使っていい

ということになっております。

それと、先ほど言われました響さんの件は、

まだそういう制度がなかった時代にあそこが独

自につくったもので、響さんがそのイラストを

金かけてつくったわけですけど、それをまたほ

かの業者に使わせる場合は、県内業者であるこ

ととか、物産振興センターの会員であることと

か、県内の素材を使っていることとか、そうい

う基準でもって許可をしていたんですけど、こ

れもまた、あそこ１社では収拾がつかないとい

うことになりまして、今では知事関係の別会社

。のイラストで統一ということになっております

今、知事の後援会が新たな会社を○水間委員

起こしたというような話でしたが、その代表者

は公表できるんですか。

できません。○工藤地域産業振興課長

公表できないということですか。○水間委員

、 。それとも今 まだわからないということですか

どっちですか。

窓口担当はわかって○工藤地域産業振興課長

いるんですけど、その会社の構成なんかという

詳しいことは調べておりません。

その窓口の人はだれですか。○水間委員

管理している会社は○工藤地域産業振興課長

株式会社「びっきょ」という、カエルという意

味らしいんですけど、知事のイラストを使いた

いんだがという相談があったときは、ここを紹

介しております。

あなた方が紹介をしているという○水間委員

ことは、代表者もわかっているわけじゃないで

すか。

担当はわかっている○工藤地域産業振興課長

んですけど、後援会の方からこの会社を紹介さ

れて、その代表者がだれかというのはまだ聞い

ておりません。

もう一点聞きます。知事の後援会○水間委員

長はだれですかね。どうのこうの言うんじゃな

いですよ 頼みに行った場合に 後援会が びっ。 、 「

きょ」というところを紹介するわけですね。こ

こが、一つ一つ来た業者に対して知事のシール

を使ったやつはいいですよということでやるわ

けでしょう 「びっきょ」が頭になるわけですよ。

ね。ここが全部を決めていくわけでしょう。

そうです。○工藤地域産業振興課長

そうであれば、その後援会の代表○水間委員

者がだれであって、だれが「びっきょ」の代表

。「 」 。者か びっきょ にも担当者がいるんでしょう

。我々が電話しようったって電話できませんがね

そういう意味では、名前を隠すような問題でも

ないと思うんですが、どうですか。

後援会を通してやっ○工藤地域産業振興課長

ているんで、私らは「びっきょ」の代表がだれ

かというのは把握していないんですよ。

先ほどの話では、あなた方が窓口○水間委員

になって「びっきょ」を紹介しているとかいう

話をされたから、そこらあたりはわかっている

だろうと思って聞いたんですけれども、答えに

詰まっておられるようですから、いろいろ調査

して、また報告してください。お願いします。

調査いたします。○工藤地域産業振興課長
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実は自民党県連に埼玉県の人から○坂元委員

ファクスが来たんですよ 「がってん寿司」とい。

うグループのチラシに「宮崎県本サバを扱って

いるのはこのがってん寿司のチェーン店しかあ

りません」と。この利益は宮崎県民に還元され

ているんですかというのが自民党にそのチラシ

。とともにファクスで送られてきたんですけどね

。 、それはいいんですよ 東国原知事の写真入りで

これは活字ですけど、県産本サバをこのがって

ん寿司しか扱っていないんでというふうに言わ

れていると。

一方で、イトーヨーカドー24店舗で今度は県

産品フェアをやられているというような話も

あったんですが、商工観光労働部だから聞くん

ですけど、先ほどのイラスト入りの「響 、名前」

を言われたから私も言うんだけど、今、加工品

というのは産地表示しなくていいのかどうかわ

かりませんが、原料がどこから入ってきて、ど

こで加工されて宮崎県の名を冠して売られてい

るものかというのは、これは商工観光労働部が

流通もちゃんと担っているわけだから、そこ辺

のぴちっとした把握はされるべきだと思うんで

すね。なぜかというと、ある国会議員が、あれ

はよそから、えびのインターから入ってきてい

るんだというふうに言っているわけですよ。と

いうことは、御承知のとおり、児湯食鳥の種鶏

卵の廃鶏とか、全部あるルートで地鶏の方向に

流れているわけですね。つまり、厳密に言えば

廃鶏なんですよ。全国の廃鶏の７割が鹿児島県

。 。に流れているんですよ １羽が70円なんですよ

それをちょっと20日間ぐらい平飼いにして地鶏

だというふうに売っているのが、今、宮崎県で

売っている地鶏のもも焼きの原料なんですよ。

だから、地鶏といえば地頭鶏かもしれないとい

うふうに都市の消費者が考えている。

この間、週刊文春に載っていたでしょう。宮

、 。 、崎地鶏は 確かに地頭鶏はうまかった しかし

こっちの方の地鶏はおいしくなかったというの

が今度発売される週刊文春に載っていますけれ

ども、そういうふうに峻別しなきゃならないで

すよね。じゃないと、はっきり言えば公取が不

当表示でやられるようなものだと私は思ってい

ますよ。だから、県産ブランドを守るには、あ

る程度売り上げがふえても、これからは、これ

は品不足なんだというぐらいはぴしっと峻別す

るような形を商工の流通の方も農政の方もちゃ

んと仕分けをしていかなきゃなりませんよと。

一時的な売り上げでそれにあぐらをかいちゃい

けませんよと、やがてはそのしっぺ返しが来ま

すよというのが私たちの心配でありますから、

そういうことを言っているわけです。

地頭鶏の場合は、農○工藤地域産業振興課長

政がぴしゃっと管理しているわけですけど、ほ

かの地鶏につきましては、日本食鳥協会が定義

しているんです。それの在来種を使ってある条

件でやったのは地鶏だということになっており

まして、だから、外国産であっても明治時代以

前に入ってきたのは地鶏なんですよ。地頭鶏と

いう銘柄を使うんだったらぴしゃっとされてい

るんですけど、ほかの地鶏の場合はよくわから

ないというのが全国的な実情です。

。○坂元委員 農政に地鶏の定義があるでしょう

平飼いで何日飼ったかとか、そういう定義があ

るんですよ、地鶏といっても。だから 「響」あ、

たりが売っている地鶏が、本当にそういうよう

な平飼いなんかでずっと土の上を足で踏んで、

土を食って砂ずりの機能をさせて、ちゃんと地

鶏として育ってきたかどうか、それがずっと何

倍も売り上げがふえている材料なのかというこ

とを把握するのが先じゃないかと言っているわ
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けです。そういう流通過程を把握しているのか

と。生産からずっと流通過程をして、宮崎地鶏

として売られても全く遜色ないという正真正銘

の地鶏なんだということを証明できるかと言っ

ているわけよ。できますか。

できません。○工藤地域産業振興課長

だから、できないものがこれだけ○坂元委員

売り上げがふえたんですよ、８倍もふえたんで

すよなんて胸を張れるのかと言っているわけで

す。どこかで、だれかが、黒いベールに包まれ

たところでいっぱい私腹を肥やしているわけで

しょう。それに加担しているのをあなたたちは

胸を張って言えるのかどうかということを言っ

。 、ているわけです 廃鶏がどういうふうに流れて

「響」にどれだけ流れているかというのをみん

な知っているよ。だから、そういうふうに売り

上げが伸びた、伸びたと言ったって、まがいも

のじゃないかというふうなことをみんな知って

いるから、私は言っているわけなんです。それ

はいいです。

物産館で扱っている○工藤地域産業振興課長

のは地鶏のほかにも銘柄鶏とか ほかの肉を扱っ、

たのもあります。

だから、私は冒頭に鶏肉食品とは○坂元委員

一体何なのかというのを聞いたんですよ。ブロ

イラーも含んだものを鶏肉食品と言っているん

ですかと言ったのはそこよ。ブロイラーの売り

上げがふえたわけじゃないんでしょう。ＫＯＮ

ＮＥあたりでブロイラーの肉は売っていないで

しょう。ささ身か何かは売っているかもしれん

けど、薫製とかそういうものしか売っていない

でしょう。

関連してお尋ねします 今の びっ○蓬原委員 。 「

きょ」が持っている知事の似顔絵、商標と言っ

てもいいのかもしれませんが、これは県内の業

者であれば、そういう形で紹介されて、何の問

題もなく、あらゆる人に、県民ひとしく許可さ

れるものですか。

「びっきょ」の方で○工藤地域産業振興課長

は、イラスト代が向こうの方でもかかっている

らしくて、これのイラスト代は徴収すると聞い

ております。

それは幾らでしょうか。○蓬原委員

１種類につき、３万○工藤地域産業振興課長

と聞いております。

１つの製品について、１回限りと○蓬原委員

いうことですか。

着せかえ人形みたい○工藤地域産業振興課長

なもので、１つのデザインが３万で、それはど

んな製品に使ってもいいということになってい

るようです。

例えば蓬原という商事会社が１回○蓬原委員

３万円出して買えば、その蓬原という商事会社

はどの商品にもその似顔絵をずっと使ってもい

いということですね。

同じデザインだった○工藤地域産業振興課長

らいいということだそうです。

、 、○蓬原委員 そのときに 代表者のわからない

法人だから代表者はちゃんとわかって当たり前

だと思うんですが、そこは置いておいて、後援

。会とイコールみたいな組織のように聞こえます

その後援会が紹介して、そして、それをある条

件の中で県内のいろんな申請などの会社に使わ

せていいよ、使わせないよという一つの、非常

に人気のあるものに対して許可権みたいなもの

、 、を得るというのは 公選法との関係というのは

その後援会を通すことというのは、まだちょっ

とわかりませんよ、ちゃんと聞かないとわから

ないけど、微妙なものがあるんじゃないかなと

いうふうに感じたので、そこは一回ちゃんと整
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理をつけておった方がいいんじゃないかなとい

うことを感じましたが、いかがですか。

後援会が直接やると○工藤地域産業振興課長

いうようなこと それから その金の流れによっ、 、

ては抵触する場合があるということは存じてお

ります。そういうこともあって 「びっきょ」が、

今後どうするかというのは聞いておりません。

それと、公である県庁が後援会に○蓬原委員

言って、そこからまた紹介するということはお

。 。かしいと思うんですよ おかしいと思いますよ

だから、それはちゃんと株式会社「びっきょ」

という登録された法人ですから、そこが１つの

会社としてありますよと教えることは別に問題

ないかもしれないが、後援会に言って、後援会

が生殺与奪権みたいな、許可権を持ってやると

いうのはちょっとおかしくないですか。改めて

聞きますよ。

最初 「びっきょ」を○工藤地域産業振興課長 、

紹介していたんですけど、担当の人がなかなか

忙しいらしくて電話が通じないということもあ

りまして、後援会の方に先に電話してもらおう

かなということになっております。

では、希望しておきます。法人と○蓬原委員

して登録された株式会社「びっきょ」という名

前があるわけですから、そこはちゃんと代表者

をお調べになって、そこに一つの会社として後

援会とは違う存在として紹介するのが筋だと思

いますから、公選法との関係も含めて調べてお

いてください。

それと、あと一件ですが、今、出処進退のわ

からない、出どころのわからない鶏が地鶏とし

て売られていたり、鶏肉だから買う方の解釈の

、勝手だろうという言い方だろうと思うんですが

もしかすると知らないところで地鶏として売ら

れていて、そのしっぺ返しがいつか来るかもし

れないよということを坂元委員は心配をして

。 、言っておられるのだと思います それであれば

今、牛についてはトレーサビリティーシステム

というのがあって、これは農政水産部との協議

になると思いますが、ちゃんとやっているわけ

ですよね 野菜についても これから小さなチッ。 、

プを埋め込むことによってその履歴が全部わか

る時代が来るというわけですから、であるなら

ば、今、注目を浴びている鶏肉についても、ト

レーサビリティーに似たようなシステムを確立

していかないと、安心・安全、最終的にはここ

のことで物すごく大変な思いをして今、宮崎の

ブランドづくりをやってきたわけですから、そ

れ等を根絶やしにしてしまう、根底から信用を

いずれ壊すことがありはしないかということの

心配だと思いますから、トレーサビリティーに

似た何かを農政水産部と協議の上、しっかり確

立しておく必要があるんじゃないかなと思いま

すが、いかがでしょうか。

先ほどからいろいろ○高山商工観光労働部長

御心配いただきました。いわゆる委員おっしゃ

るのはこういうことですよね。基本的に今、非

常にいいときには気をつけないとピンチになる

と、そういうことだというふうに理解しており

ます。確かに、おっしゃるようなことがあるか

どうかも含めて、よくわからないところがござ

いますので、先ほどおっしゃいました農政水産

部がどれだけ把握しているか、そこ辺を含めて

向こうの方と検討をしてみたいというふうに考

えておりますので、よろしく御理解をいただき

たいと思います。

結果を御報告いただけますか。○横田委員長

はい。○高山商工観光労働部長

武井でございます。よろしくお願○武井委員

いいたします。
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手短に申し上げたいと思うんですが、先ほど

の「びっきょ」の件なんですが、私たちも、い

ろいろ問い合わせがありまして、私とか図師と

で何度も電話しても一度も電話が通じたためし

がない会社ですよ。多分、４人で100回ぐらいは

電話したんじゃないかと思うんですが、そうい

う意味で言ったときに、今までの委員の皆さん

の質問並びに回答を聞いていますと、県として

知事の似顔絵であるとか、ブランドについて余

り一元的に管理できていないし、今後もするつ

もりがどうも余りないというふうに見受けられ

るんですが、そもそも、これは非常に重要な問

題でございまして、知事の東国原英夫という個

人のキャラクターがこれだけ商品につくことに

よってブランドがあるというのは、これは宮崎

県知事になったからであるということは間違い

ないと思われますよね。いかがでございましょ

うか。

そうです。○工藤地域産業振興課長

といたしますと、これは当然、単○武井委員

なる個人のレベルを超えて、宮崎県のある意味

では共有財産的なものであるという認識をしっ

かり持つべきでありまして、連絡もとれるかと

れないかというような会社に知事のブランドが

依存している、かつまた、しっかり管理ができ

ていないというのは、にせものも生んでしまう

ということで、逆に宮崎県のブランドを毀損し

てしまうことにもなりかねないというふうな危

惧を持っているんですけれども、現状の状況の

ままこのブランド問題を放置しておいたとした

ときにはどのようになるのかというようなこと

をお考えになることはございますか。

知事の写真について○工藤地域産業振興課長

は、一見して知事とわかるんで、これはある一

定の基準に基づいてぴしゃっと管理はしている

んです。ところが、イラストの場合は知事に似

ているんだがなというようなのも、これは知事

だと言い張れるかどうかというところでいろん

な問題点もありまして、特にデフォルメされた

やつがこれが知事かいと言われたときにも、知

事ですという確たる自信がない場合があるんで

すよ。そういうことも含めまして、県で統一し

たのをやったところで、ほかのまたデフォルメ

されたやつがぽんと出てきたら、またおかしく

なってしまうというようなこともありますし、

それとあと、県で１つのやつをぽんとやったや

、 、つ それをある一定の基準にしてやった場合に

これで食品事故とか起きた場合に、これは県が

やったので責任があるんじゃないですかとかい

うようなもろもろの問題も出てくる可能性もあ

るので、現在、研究中ということにしておりま

す。

最近ですと、例えば、ガソリンス○武井委員

タンドとか全然関係ないようなところでも、ど

んどんどんどん知事の絵というのは出てきてい

、 、 、まして 明らかにこれは なるほど絵ですから

そうだ、そうでないというのは言い上げるとこ

ろはあるんでしょうけど、例えばおでこである

とか、非常に本人自身が特徴的な姿もしている

わけですので、その意味では、県として、この

ブランドについて県の認証的なもの、ここまで

。くれば一つのＣＩ的なものだとも思うんですね

宮崎県の県章であります県の旗とほぼ同じよう

な大きな意味合いを持ってくると思うんですけ

れども、将来的には、ぜひ県として認めるもの

というのはこういう絵柄であるというようなこ

とはきっちりと出すような研究を進めて、その

方向で県としても努力をしていただきたいと思

、 。うんですけれども いかがでございましょうか

本当、どこそこで写○工藤地域産業振興課長
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真の無断転用もあるようなんですよ、私らの知

らないところで。イラストも、いろんなイラス

トが出て収拾がつかないような状況になってき

ていますので、統一のイラストについては、以

前から研究していたんですけど、引き続きどれ

が一番いいのか、どういう方法でやったらいい

、 。のかというのは 引き続き研究してまいります

ありがとうございました。○武井委員

たくさんあるんですが 時間が迫っ○濵砂委員 、

ていますので１点だけ。県庁見学ツアーなんで

すけど、これ、目標数が４万人ということで、

予定件数337件。ちょっと私、通りがかりに、観

光バスがとまっているもんですから、何をする

かと思ったら、職員が写真を撮っているんです

。 。よ あれはどこの職員が対応しているんですか

一応、県庁見学ツ○橋口観光・リゾート課長

アーは、先ほど御説明申し上げましたように、

おもてなしの心ということで、職員は観光・リ

ゾート課職員で対応していると思いますけれど

も、コンベンションビューロー協会の職員、そ

れからそこにおられます守衛さん、こういった

方々も頼まれればお断りできないというところ

もあるかと思います。

県庁案内は30分だけど、職員はそ○濵砂委員

んなに暇なんですか。

職員みんな忙しい○橋口観光・リゾート課長

わけですけれども 知事の言われております お、 「

もてなし日本一」というものの県庁版として、

やはり我々のところに、県庁の敷地にそこが見

たいという方に対する県庁職員としてのおもて

なし、そういったものを観光・リゾート課がま

ず中心になって 「まず隗より始めよ」ではあり、

ませんけれども、そういった気持ちで一生懸命

、 。今 取り組んでいるというところでございます

337件なんですよね。これに30分職○濵砂委員

員が対応するわけでしょう。気持ちはわかるん

ですよ。少数ならいいんですけどね、あるいは

旗を持って回っているのも職員じゃないかと

思ったんですが、あれも職員ですか。

基本的には職員は○橋口観光・リゾート課長

旗を持つことはないと思いますけれども。

庁舎の中はない。○濵砂委員

はい。ないと思い○橋口観光・リゾート課長

ます。

イメージとしては職員が仕事中に○濵砂委員

観光客の写真を撮るとか、悪いことじゃないん

ですよ。悪いことじゃないんだけど、それが本

来の仕事じゃないんじゃないかなと思うんです

よ。だから、観光案内人を、ボランティアの人

たちとか、講習をして詳しく勉強していただい

て、そういう方が観光客の受けもいいんじゃな

いかなという気がするんですよ。職員が背広の

上にはっぴを着て、おもてなしはわかるんです

が、県庁職員の本来の仕事をもっと真剣に取り

組んでいただいた方がいいんじゃないかと思う

もんですからね。何かありましたら。

今までもそういう○橋口観光・リゾート課長

、御意見なり御指摘も聞かれるわけですけれども

今のところ、337件というのは来年の４月ぐらい

まで予定の入っている分も含めましてのことで

ございまして、ただ、私どもの課では非常に対

応が厳しいというふうなこともございまして、

今、県庁の部内で何とか対応できるような方法

をということで、ボランティア等につきまして

は、いろいろとその話もありますけれども、ど

ういったボランティアをどう選考するかという

のは非常に難しいところもございまして、その

あたりはこれからの研究課題ではないかなとい

うふうに思っておるところでございます。そこ

はいろいろと勉強させていただきたいと思いま
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す。

今おっしゃるような視点でちょっ○蓬原委員

とおかしいよねと見ている人は多いと思うんで

すよ。確かにおもてなしの心、宮崎県のＰＲだ

と。学校の子供たちが見学に来るのと意味が違

。 。うと思うんですね いわゆる旅行会社でしょう

営利団体なわけですよ。お金もうけで来ている

わけですよね。お金もうけで来る人に県庁の職

員が学校の学生が見学に勉強の一環として来る

のと同じように案内をするのはちょっと、ちゃ

んと整理をつけた方がいいんじゃないかと思う

わけです。それで、今、ボランティアをどうし

ようかという話でしたが、知事がおっしゃって

いるのは、県民総力戦なんです、県民総力戦。

であれば、ただ県庁の中という、いろんな文書

があって、だれでもかれでも入ってもらっては

困るという部分もありましょうから、そこは氏

素性がはっきりしていないとなかなかボラン

ティアとしてはお願いできないでしょう。であ

るならば、ＯＢの皆さんとか、内部に詳しかっ

た人、いらっしゃるわけじゃないですか。例え

ば、そういう方を公募してその中から選んでと

いうことはできると思うので、もう一回繰り返

しますが、小学生が県庁を見学に来るのと、営

利を目的とした旅行会社がツアーで来るのとの

意味は、宮崎県をＰＲするというメリットはあ

るけれども、ちょっと整理づけた方がいいじゃ

ないですかということを微妙に疑問を持ってい

る人は私は多いと思いますが、いかがですか。

、○橋口観光・リゾート課長 そういった御意見

あろうかと思いますので、そういったところに

ついては、これからどういった対応の方法があ

るのか、そういったところをこれからいろいろ

と可能性について探ってみたいというふうに

思っております。

今からその337件予定があるわけで○濵砂委員

しょう。それを観光・リゾート課以外にも職員

を求めて写真を撮らせたり何たりさせるという

ようなことをやるよりも、さっきの鶏の話じゃ

ないんですけど やはりこの４万人を喜ばすちゃ、

んとした受け皿をつくらないといかんのじゃな

いかということなんですよね。何かありました

ら。

そのとおり受けと○橋口観光・リゾート課長

、 、めますけれども 最初申し上げましたけれども

おもてなし日本一の県民総力戦のうちの県庁職

員として、まず、どういうふうなことができる

だろうかということが、スタート台で今、やっ

ておるところでございますので、ただ、先ほど

からございますように、これからどういった対

応が可能なのかというところをこれから一生懸

命模索していくことになろうかと思います。ど

うぞよろしく御理解いただきたいというふうに

思います。

スポーツランドについてお聞きし○水間委員

たいんですが、きのう、翁長市長ですか、巨人

軍の50周年にかけて宮崎市長とお会いになって

いると、誘致についてですね。ここらあたりは

県としてはどんな対応か、窓口はどこなんです

かね。

翁長那覇市長は以○橋口観光・リゾート課長

前から巨人軍の誘致について、そういう情報は

流れておるところでございましたけれども、そ

れで、改めて今回、市長会で宮崎の方にお見え

になりました。そのときに、あわせてお見えに

なったということで伺っております。

新聞に出ていました○高山商工観光労働部長

けど、宮崎市長さんのところに行かれたんです

が、私のところにもおいでになりました。そし

て巨人軍を誘致するに至った経緯等を御説明い
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ただきました。ただ私の方から申し上げました

のは、巨人軍のキャンプというのは来年でちょ

うど50周年になると。そして、宮崎のいわゆる

スポーツランドの原点であると。そういうこと

で巨人軍に出ていただくことは絶対に我々とし

ては容認できないんだと。だから、我々として

は全力をもって巨人軍がキャンプがしやすいよ

うに、そしておってもらえるように努力してい

きますということでお話をさせていただきまし

た。ただ、向こうが誘致されるのはやむを得な

いことですので、我々はお互い正々堂々とやり

ましょうという話をして、終わったところでご

ざいます。

そこのこと、報道は宮崎市長とし○水間委員

、 、か会っていないような表現で 巨人の50周年で

、長嶋監督の名前を使ったサンマリンスタジアム

あの背番号を含めた、宮崎県が一生懸命スポー

ツランドの中で巨人軍と一緒に育ててきた経緯

もある。沖縄は沖縄の、那覇は那覇市の考えが

あるでしょうし、どうのこうのそこまでは言い

ませんけれども 宮崎市長のところへばかり行っ、

たような表現で、宮崎県が、あなた方が何も関

係していないようなふうにとられると、今まで

。のスポーツランドの構想が本当に壊れてしまう

春と秋に分かれていいじゃないかとかという表

、 、現にもなっていますし 宮崎県は宮崎県として

今までの経緯をはっきり、力強く、今までの歴

史があるんだと。50年の歴史は大事にしたいん

だということは県として思い切って言ってほし

いですね。お願いします。

それともう一点。誘致企業について状況が出

ているんですが 今 県内に工業団地として残っ、 、

ている工業団地数、そして、どのくらい余って

いる部分というか、入っていないところはあり

ますか。

手元に正確な数字がござ○森企業立地対策監

いませんけれども、これまでに65団地を整備し

ておりまして、そのほとんどが分譲が終わって

おりまして、かなり少なくなっておる状況にご

ざいます。

65団地ですべてが埋まっています○水間委員

か。

。○森企業立地対策監 すべてではございません

西諸にフリーウェイ工業団地とい○水間委員

うのがあるわけでして、県も随分努力をしなが

ら誘致活動を進めておられることを聞いており

ます。ただ、残念ながら、ここもう10年になろ

うとする中で、１社来て、そして倒産をし、そ

こをまた買い求めて１社進出したというような

ことで、努力をされていることについては聞い

ておりますが、ある部分、県央、県北、ほとん

どが県央に近いんですが、一極集中じゃありま

せんけれども、そういう形が見えるんですが、

まず、そこらあたりについてはどうですか。

18年度の企業誘致、16件○森企業立地対策監

、 、 、でございますけれども このうち 県北に５件

、 、 、県央地区が４件 県西地区が４件 その他県南

そういったところに昨年度は立地をしたわけで

ございまして、県といたしましても、なるだけ

県下全域に誘致が図られるように今、努力をい

たしておるところでございます。

努力をされておることはわかって○水間委員

おりますが、今、高原町のフリーウェイ工業団

地の経緯を見ると、そこは御存じなわけでしょ

う。だから、そこらあたりをもう一つ、今度５

日にまたそういう会議がありますが、毎年毎年

同じことを言わなきゃならない。県は頑張って

いる、一生懸命企業誘致をしているけれども、

なかなか来ないんだと。つくったとき、高原の

インターチェンジに近くて、こんなにいい工業
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立地の団地はないと鳴り物入りでつくられた団

地なんですよ。もうちょっとそこらあたりを、

担当者はどんどんどんどんかわっていきますけ

れども、こういう御時世でいきなり誘致企業が

来てくれというのも、わからんでもない。海外

の企業もいろいろ物色をしているという話も聞

いていますけれども、現実はそうじゃない。で

すから、その当時、矢野新産業支援課長も対策

監でおられたんですが、本当にその時点からい

ろいろ話をしながら来たんですけど、まだ１社

しかない、この現状をどうにか打破していただ

きたい。西諸の皆さん方は本当にそこを願って

いるんですよ。そこらあたりをひとつお願いを

いたします。

たくさん意見が出ているわけで○横田委員長

すが、後、県土整備部、労働委員会も控えてお

りますので、もしよかったら御配慮をいただき

ます。

部長、次長、今度新しく就任しま○萩原委員

した。先ほどの読売ジャイアンツの問題も気持

ちはよくわかりましたけれども、美しきしがら

みをつくるために、部長を初め次長、だれでも

いいんですけれども、お偉い人が読売ジャイア

ンツに本物の地頭鶏の土産を持っていって、ま

た来年もよろしくお願いしますよと、そういう

ような密なる連携はとれているんですか。その

辺をちょっとお聞かせください。

今、委員のお話に上○高山商工観光労働部長

がっておるんですが、キャンプのときに、まず

１つは、原監督に知事が例年、宮崎牛と地鶏を

差し上げております。それと、知事就任以降、

２月だったですか、読売巨人軍の本社の方に参

りまして、幹部の方にも、ぜひ引き続きよろし

くお願いしますという話もしております。そう

いった意味でいろんな形で巨人軍へずっと宮崎

を引き続きキャンプ地としていただきたいとい

う努力は重ねておるところでございます。

それは一応、表敬訪問だろうと思○萩原委員

うんですよ。だから実際の現場を担当部の部長

として、何か御要望もあるのか、そういう本当

に確たるものを握る必要があると思うんです。

私、そう思います。知事がキャンプに来たとき

に行ったとか それはあくまでも表敬訪問であっ、

て、実務の担当部長としてそういうのはぜひこ

れからもやっていただきたいし、気持ちは十分

わかりました。

来週、私は上京する○高山商工観光労働部長

ことにしているんですが、31日に読売巨人軍に

参りまして、球団代表ともお会いして、またい

ろいろお話をしてまいりたいというふうに考え

ております。そういう予定にしております。

10何点あります 部長マニフェ○外山良治委員 。

ストというのがありましたよね。部長マニフェ

ストで達成されていないのが、商工観光労働部

長も含まれていましたか、いませんでしたか。

マニフェスト達成状○高山商工観光労働部長

況でございますけれども、一部達成していない

のがありまして、これは誘致企業数の目標を20

社としておったんですが、これが16社というこ

とで その分は達成していないということになっ、

ております。

一番肝心なことが４件も下○外山良治委員

回ったということですね。当委員会は、今まで

は、例えば、当初予算というものを説明を受け

て６月の質問の材料にしたりということだった

んですが、経常経費4,400億、これで28日に代表

者で残りの肉付け予算、わかりませんが、大体

想定すると1,000億ぐらいの補正がつくだろうと

いうふうに勝手に推察をしているんですが、そ

ういういびつな関係で非常にやりにくいと きょ、
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うはですね。しようがないことはしようがない

んですが。４社下回ったと、例えば、造成した

、 、 、工業団地 担当課長 アバウトでいいですから

どのくらい埋まっているのか。

現在、県の方で造成した○森企業立地対策監

工業団地につきましては、フリーウェイ工業団

地、こちらの方が28ヘクタール、６区画未分譲

でございます。

それのみですか。○外山良治委員

あと佐土原町の方に宮崎○森企業立地対策監

テクノリサーチパークがございますけれども、

こちらの方はほとんど売れまして、今、約3,300

平米、この１区画分が未分譲の状況でございま

す。

ちなみに、フリーウェイ団地○外山良治委員

は、計画から造成、完成までどのくらいかかる

んですか。

。○森企業立地対策監 ちょっとお待ちください

全体の事業費は34億7,000万円でございます。

事業経過といたしましては、平成５年７月から

始めまして 工事が終了いたしましたのが平成11、

年４月でございます。

私がお伺いしたいのは、１つ○外山良治委員

の工業団地をつくるのに６年ぐらいかかると。

知事のマニフェストでは100社１万人というのが

あります。そうすれば、肉づけでマニフェスト

を達成するための工業団地造成予算というもの

を当然組まなければ、もう組んだって間に合わ

んと思いますけどね。４～５年ぐらいはかかる

わけですから。知事マニフェストというのは４

年がスパンですよ そしたらどうされるんでしょ。

う。

先ほど、県の工業団地を○森企業立地対策監

御説明いたしましたけれども、別途、市町村が

造成している工業団地がございます。これが若

干残っておりますし、あるいは既に分譲済みで

ございますけれども、まだ活用されていない工

業団地、例えば、細島の４区、１区、こちらの

方を合わせますと78ヘクタールございます。そ

れから、現在、宮崎市の方で新たに工業団地を

、造成しようというふうな動きがございますので

そういったものを活用しながら、今後、取り組

んでいきたいというふうに思っております。

そういうキャパというのは十○外山良治委員

分あるということですね。

来られる企業がどのぐら○森企業立地対策監

いの土地を購入されるのかということにもより

ますけれども、我々の想定では、宮崎市の工業

団地、かなり大きなものというふうに聞いてお

りますので、そういうものを含めれば100社とい

うのは可能ではないかというふうに思っており

ます。

ぜひ頑張っていただきたい。○外山良治委員

それから、例えば、従業員の就労形態、正規

か非正規か、これはどんなもんでしょう。

18年度に誘致しました16○森企業立地対策監

件でございますけれども、これはほとんど正規

職員で雇用するというふうに伺っております。

今までの実績を言うと、大体○外山良治委員

４対６、正規が６、非正規が４、アンケートの

結果、全社に出した、８割回収、２割は回収さ

れない、間違いないですか。

今の数字はたしか平成16○森企業立地対策監

年ごろに県の方で調査した数字かと思います。

この当時はアンケート調査に基づいて出た結果

でございますけれども、委員がおっしゃったよ

うな内容になっております。

そうすると、都合が悪いこと○外山良治委員

は示さない、アンケートに答えないということ

から推計をすると フィフティー・フィフティー、
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というのが容易に推計できる。16年度なんかほ

。とんど正規というのは何かあったんでしょうか

その辺の事情のところは○森企業立地対策監

私もよくわかりません。

これはまた６月議会でじっく○外山良治委員

りやります。

例えば、この資料のつくり方ですが、最近の

観光動向等、あの鶏がほとんど、それと知事効

果だけですよね。例えば、現状の観光動向、年

間の観光客1,000万人、県外観光客が450万人、

これに対してどういった予算を計上して、トー

タルの観光客数はたしか0.2％減、県外観光客と

いうのは4.1％減でしょう。それをどういった予

算計上をしてプラス５％に持っていくのかと、

そういった説明をここでしてもらわんと、これ

を見ると観光客数の形もかけらもないですよ。

担当課長、説明してください。

現在、観光動向調○橋口観光・リゾート課長

査、18年度の数字というのは今、集計をしてい

るところでございますが、観光の17年度の数字

は先ほどおっしゃいましたように、前年度比17

と16を見ますとマイナス0.2、県外客について

も450万人でマイナス4.1というふうなことで、

そのとおりでございます。

だから、それをどういうふう○外山良治委員

に増加させるのかということを聞いているわけ

ですよ。この資料では全くないから。

、○橋口観光・リゾート課長 そういったことで

我々としても、知事も年率平均５％でいきます

よということをマニフェストで出されておりま

すので、そのためには、まずは21ページにござ

いますように、観光地づくりというものも大き

な取り組みをしていくということ。観光地づく

りですので、これから地域が主体となってやっ

ていただけるような観光地づくりに鋭意力を注

いでいくと。これは18年度からやっております

けれども、それを19年度も引き続きやっていき

ますよと。

、 、 、それと もう一つは 誘客活性化についても

国内対策、国外対策それぞれにさまざまな手段

を打って、さらに誘致を図っていきましょうと

いうふうなことで 大まかに言いますとそういっ、

たこと、さらにＰＲを進めるために、23ページ

、 、にございますけれども フィルムコミッション

これは18年５月に設立いたしておりますけれど

も、こういったＰＲ、ロケを誘致したり、ロケ

の受け入れの支援を行うことで、さらに宮崎の

新しい魅力というものをどんどん売り出してい

きましょう、そういった施策、さらには、先ほ

ど、18年度の結果を出しましたけど、スポーツ

ランドみやざきの誘致促進事業というふうなこ

とで、プロスポーツを含めて、さまざまなキー

パーソンに対する誘致セールスを行ったり、そ

ういった取り組みをさらに強めてまいりますと

いうふうなことで用意させていただいていると

ころでございます。御理解いただきたいと思い

ます。

それはすべて実績で理解をす○外山良治委員

るかどうかにかかってくると思います。

最後になります。青島観光振興ということを

私が市会議員のころ、今から24～25年前から盛

んに問題になって、旧橘ホテルの対応をどうす

るのかと。宮崎市、関係自治体、宮崎県も担当

課長なんかが策定委員会のメンバーになってい

るということを伺っています。当初は平成７年

にリニューアルオープンするという計画でござ

。 、 、いました あれから10数年 11年ぐらいたって

突然、東京から知事が羽柴何とかかんとかとい

う人とぼんと新聞に出ると。その事実経過と、

それと宮崎市が今まで方向性を定めるために検
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討委員会をつくってかんかんがくがくやってい

る中で、いきなり東京からああいうことを勝手

に言うと 僕らはびっくりしたし 市役所もびっ。 、

くりしていますよ。あの事実経過等、商工観光

労働部長はどういうふうに聞いていたのか。そ

れを市とどういうふうに話し合いをしたのか、

それとも知事が勝手にやったのか それをちょっ、

と説明してください。

、○高山商工観光労働部長 具体的に申しますと

事前にその話を私どもが知っていたということ

はございません。詳細につきましては我々も存

じ上げないところもあるんですが、結局、知事

の方でそういった、例えば、橘ホテルの跡をど

うするのかということについて、いろんな方か

ら意見、提案をもらうのはいいんじゃないです

かというようなお考えで、具体的にあの方にお

願いしますとか、そういう話じゃなくて、いろ

んな方からの御意見があればいいんじゃないで

しょうかということで、そういった話になった

というふうにお聞きしております。ですから、

具体的に我々の方に例えば羽柴さんの方からお

話があったとか、そういうこともございません

ので、特に宮崎市の方につないでいるとかいう

こともございません いずれにしても そういっ。 、

た動きがあるかどうかも含めまして、まだ状況

を見守っているという状況でございます。

意味がさっぱりわからん、説○外山良治委員

明を聞いておって。ちゃんと経過を説明して、

その後、知事はその羽柴何とかかんとかにお願

、 。いしますとか どういう会話があったんですか

私どもも羽柴さんと○高山商工観光労働部長

の間で具体的にこういうお話があったというこ

とは聞いておりません。ただ、テレビ等で見た

限りにおいては、そういった番組の中でといい

、 、ますかね 宮崎の方に興味を持っていただいて

そして可能性があればあそこに温泉ですか、そ

ういうものを提案する可能性があるんじゃない

かとか、そういうことがあったと、いわゆる非

常に漠とした話というふうに私どもは理解して

おります。

私どもの方も正確○橋口観光・リゾート課長

には把握しておりませんけれども、情報では、

宮崎市に羽柴さんが見えたときに、知事と接触

があったというふうなことで、それからそうい

、う温泉をつくる話が羽柴さんの方から出されて

そして、それがその後の「ピンポン！」という

ものに話が進んでいったというふうなことでし

か伺っておりません。ただ、私どもの方もそう

いうテレビ放送がなされましたので、それから

、市の観光サイドとも話をしてみましたけれども

そちらの方にも話は来ていないというふうなこ

とでございました。それ以降、私どもの方も知

事の方からそれでどうだということも今のとこ

ろ何も参っておりませんので、そういったこと

で、我々としては状況を見守っているというふ

うなところでございます。

、 、いずれにしましても 青島の問題については

知事もそうですけれども、宮崎県の観光の再生

を図る上で、委員おっしゃいましたけれども、

これ、観光宮崎を代表する一つの大きな観光地

でございますので、そういった意味でその活性

化を図るということが観光宮崎の再生につな

がっていくということは基本的に認識しており

ます。そういったことで、知事も青島の再生に

ついては非常に大きな関心を持っておられまし

て、我々もその羽柴さんの話は全然聞いていま

せんけれども、それ以外のところで話したとこ

ろ、非常に憂慮されている、何とかしたい、ど

げんかせにゃいかんというふうな気持ちは持っ

ておられることは確かでございます。そこのと
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ころは、我々行政と知事も同じ認識、そういっ

た意味で、知事は自分の人脈を使われて一つの

行動をなされたんではないかと、これは推測で

、 。ありますけれども そういうことでございます

そうであればですよね、部長、こ○萩原委員

れは部長でしょう、知事と直接話すのは。そう

いうのはかつ速やかに「知事、これはどういう

真意でしょうか。具体的に私どもが動きましょ

うか」とか、そういう指示を受けないと、聞い

ておりますけれども、慎重に進めて推移を見て

いますじゃ話にならんわけです。ですから、テ

レビで一応放映されたんだから 「こういうこと、

で県民の皆さんも期待されておるようですが、

知事、お忙しいでしょうから、私どもが具体的

に動きますが、知事から羽柴秀吉氏にコンタク

トをとっていただけませんか。具体的に私なり

担当課長が行きますから」と、そういうのは速

、 、やかに動かないと 関心を持っているだけじゃ

それはあくまでも話だから、その辺を敏速に動

いていただきたいと私は思うわけです。

ちょっと補足して○橋口観光・リゾート課長

申し上げますけれども、橘ホテルの問題が一番

のあそこで大きな問題になっているわけですけ

れども、土地の所有者は折生迫の財産区が持っ

。 。ている 財産区の管理者は宮崎市でございます

財産区と宮崎市がいろいろ主体的に問題解決に

当たっているわけですけれども、いかんせん、

破産管財人によりますと、解体費用が７億から

８億かかるというふうなことでございまして、

そういったところも大きなハードルになって、

なかなか話が進みにくい一つの障害になってい

るということでございます。補足して説明させ

ていただきます。

だったら課長 そういう資料を持っ○萩原委員 、

、 、ておるんだったら すぐ知事のところに行って

実は実態はこうこうなんですよと。これだけの

ことを負担しなければなかなか温泉を掘ってホ

テルをつくるというのは大変なんですけど、こ

ういう話も向こうに持って行っていいですかと

いうのを、ぱぱぱっとやっていかんといかんと

思うんですがね。

そういう話は既に○橋口観光・リゾート課長

してございます。そうした上で、知事の方もそ

ういったことで非常に憂慮されてそういうふう

に動いておられるんではないかなと。そういう

事実は既に、動かれる前に認識をされておりま

す。

動かれる前だったら、その話が出○萩原委員

た後はまだ知事と全然接触されていないわけで

しょう。その辺は本当に具体的なのか、ただ雑

談の中の一服の清涼剤で言った話なのか、その

辺は真意を聞いてすぐ動いていただきたいです

よね。そういうことです。

事前にそういった説明をして○外山良治委員

いるということでいいんですね。事前にちゃん

と説明していますと、方向性を定めるために、

ことし３月に発表されましたよね。地元の協議

会が方向性を示したでしょう。こういった方向

でやりますということも知事にはお示しをして

いるんでしょう。

、○橋口観光・リゾート課長 あの報告書自体は

基本的には宮崎市長に対する報告書でございま

す。そのことについての地元のそういう動きに

ついては知事には説明してございます。

今のは本当に行政マンそのも○外山良治委員

のの発言ですよね。植樹園とか国民宿舎もカウ

ントされているでしょう。だから、県の担当課

が策定委員会に何人入っていますか。

、○橋口観光・リゾート課長 観光・リゾート課

自然公園課、公園下水道課が入っています。
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だからそう言っているんです○外山良治委員

よ。市長に出す報告書だから知事には報告しま

せんというふうには当たらないでしょう。青島

観光振興、活性化のためにこういった検討委員

会が設けられ、その結果、３月には報告書が市

長の方に出されておりますということを知事に

説明をされて、そこでずっと年次的に、恐らく

平成20年度の予算でもそれがカウントされた予

算がついてくるでしょう。そういった中で、知

事が羽柴さんとか何とかいう方と勝手に温泉が

ぼんと出ると困りますよと。早速こういう計画

がありますからということを商工観光労働部長

が知事に報告に行っていただいて、その真意、

そして宮崎市に対する説明、てげてげで言うた

んよと、今の話はそうでしょう。だから、そう

いうことをしてもらわなければ混乱するでしょ

うが。そのことを言っているわけですよ。以上

です。もういいです。

そのほか、よろしいですか。○横田委員長

それでは、以上をもって商工観光労働部を終

わります。執行部の皆さん方、御苦労さまでし

た。

暫時休憩いたします。

午前11時40分休憩

午前11時45分再開

委員会を再開いたします。○横田委員長

。 、日程変更についてお諮りいたします 先ほど

日程を御提案させていただきまして御了解いた

だきましたけど、商工観光労働部が時間が長く

なってしまいましたので、日程を変更させてい

ただきまして、ただいまから労働委員会の審議

をさせていただきまして、午後１時から県土整

備部の審議に入るということでよろしいでしょ

うか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それではよろしくお願いいたし○横田委員長

ます。

それでは執行部の入室を認めます。

暫時休憩いたします。

午前11時45分休憩

午前11時46分再開

委員会を再開いたします。○横田委員長

労働委員会の方、お疲れさまでございます。

大変お待たせいたしまして申しわけないと考え

ております。

一言ごあいさつを申し上げます。先ほど行わ

れました臨時県議会におきまして、私たち９名

が新たに商工建設常任委員会の委員として選任

をされました。私は委員長に選任していただき

ました宮崎市選出の横田照夫でございます。こ

れから２年間、私ども９名が皆さん方にお世話

になるわけですが、ひとつおつき合いのほどよ

ろしくお願いを申し上げます。

それでは、私の方から委員の紹介をさせてい

ただきます。

まず、隣が延岡市選出の田口副委員長であり

ます。

続きまして、向かって左側ですが、日南市・

南那珂郡選出の坂元委員です。小林市選出の水

間委員です。西都市・西米良村選出の濵砂委員

です。都城市選出の萩原委員です。北諸県郡選

。 。出の蓬原委員です 宮崎市選出の外山委員です

同じく、宮崎市選出の武井委員です。

次に、書記の紹介をいたします。正書記の古

谷主任主事でございます。副書記の児玉主任主

事であります。よろしくお願いいたします。

次に、局長のあいさつ、幹部職員の紹介並び

に所管業務の概要説明等をお願いいたします。
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事務局長の黒木で○黒木労働委員会事務局長

ございます。委員の皆様には、平素より労働委

員会の所管業務につきまして、御理解と御協力

を賜り、厚くお礼を申し上げます。本年度もど

うぞよろしくお願いいたします。この後、座っ

て説明をさせていただきます。

、 。まず 幹部職員等を紹介させていただきます

お手元の委員会資料１ページに記載しており

ますが、皆様から向かって左側が調整審査課長

の渋谷弘二でございます。続きまして、課長補

佐の椎重明でございます。最後に、議会を担当

いたします主査の高野浩幸でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。

続きまして、労働委員会の業務概要について

御説明をいたします。

資料の２ページをお開きください。まず、１

の「労働委員会の構成」でございます。労働委

員会は、公益委員、労働者委員及び使用者委員

の三者から成る合議制の行政機関でございまし

て、委員の数は、公・労・使おのおの５名の15

名となっております。労働者委員は労働組合か

らの、使用者委員は使用者団体からの推薦に基

、 。づいて 知事が任命することになっております

また、公益委員は、労使の委員の同意を得て知

事が任命することになっております。現在の委

員につきましては、６ページの名簿のとおりで

ございますが、後ほどごらんいただきたいと思

います。任期は、２年で、ことし８月19日まで

となっております。この委員改選につきまして

は、現在、商工観光労働部の労働政策課で手続

を進めているところであります。

次に、２の「労働委員会の業務」でございま

すが、労働委員会は労働組合法等の関係法令に

基づいて、労働争議の調整、不当労働行為の審

査、個別的労使紛争のあっせん等を行っており

ます。まず （１）の調整でございますが、これ、

は、労働組合または使用者の申請に基づき、労

働争議のあっせん、調停、仲裁を行うものであ

ります （２）の審査ございますが、不当労働行。

為の救済申し立てがあった場合の審査と、不当

労働行為の救済申し立てなどを行うときに必要

となります労働組合の資格審査を行っておりま

す （３）の個別的労使紛争のあっせん等でござ。

いますが、労働者個人と使用者との間の労働条

件その他労働に関する紛争の解決を図るための

相談やあっせんを行っております。

次に ３の 事務局 でございますが １課10、 「 」 、

名で、うち１名は労働政策課との兼務となって

おります。なお、事務局の組織図につきまして

は、資料の最後の７ページに記載しております

ので、後ほどごらんいただきたいと思います。

次に、４の「平成19年度予算」でございます

が、労働委員会費１億2,585万7,000円で、内訳

は、職員費が8,684万円、委員報酬等の委員会運

営費が3,901万7,000円となっております。

次に、３ページをごらんください 「18年度の。

事件の概要」について御説明をいたします。

まず、調整事件につきましては、３件ござい

ました。まず、Ｂ市現業評議員会とＢ市水道企

業職員労働組合あっせん事件につきましては、

平成17年度人事院勧告に基づく給与制度改正に

つきまして、団体交渉が進展しないことから、

おのおの別個に申請がございました。あっせん

において、給与制度改正以外にも、市町村合併

に伴う職員給与調整問題など、早急に解決すべ

き課題が多々あることが判明したため、労使双

方に自主交渉再開を促した結果、団体交渉のめ

どが立ち、組合から取下書が提出され、終結い

たしました。

次に、Ｃあっせん事件につきましては、団体
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交渉は開催されるものの、使用者が団交時間の

１時間制限や団交開催日の一方的変更を行うな

ど、不誠実な対応があるとして、労働組合から

。 、申請がございました あっせんを行いましたが

労使双方の考えに隔たりが大きく、譲歩の余地

、 。がないことから 打ち切りといたしております

次に、４ページをごらんください。不当労働

行為事件につきましては、３件ございました。

1つ目のヤマエ食品工業事件についてでありま

す。本事件は、都城市のヤマエ食品工業を相手

方として、組合員に対してなされた不当な処遇

の撤回などを求める事件であります。委員調査

、 、を実施し 当事者に和解を働きかけました結果

和解が成立いたしました。

次に、２つ目と３つ目の善興会「北郷荘」事

件でありますが、これは、北郷町で身体障害者

療護施設 北九州で３つの特別養護老人ホー―

ムを経営しております などを運営する社会―

福祉法人に関する事件であります。昨年５月に

１号事件、11月に２号事件と２つの事件が申し

立てられております。１号事件は組合員に対す

る不利益取り扱いの撤回などを、２号事件は組

合副委員長に対する懲戒処分（解雇）の撤回な

どを求めるものであります。現在、継続中で、

１号事件と２号事件とを併合して審査を進めて

おります。

次に、５ページをごらんください。個別的労

、 。使紛争事件につきましては ４件ございました

、平成18年第１号あっせん事件につきましては

労働者から、給与を減額されたこと等に対し、

これらをもとに戻してほしいとして申請があっ

たものです。事務局において、被申請者に聞き

取りを行った日に、当事者間で自主交渉が行わ

れ、和解が成立し、申請者から取下書が提出さ

れました。

次の第２号あっせん事件につきましては、労

働者から未払い賃金の支払い等を求めて申請が

あったものです。事務局で調査したところ、被

申請者から、未払い賃金については一括支払う

との確認がとれ、その後、申請者に支払われた

ため、申請者から取下書が提出されました。

次の第３号あっせん事件につきましては、退

職した労働者から会社側の手続のミスでなけれ

ば受給できた雇用保険給付の基本手当等の逸失

利益の損害賠償を求めて、申請があったもので

す。双方に対し聞き取り調査を行い、自主交渉

を促しその推移を見守っていたところ、雇用保

険を受給することとなり、申請者から取下書が

提出されました。

最後の平成19年第１号あっせん事件につきま

しては、労働者から、解雇予告通知の撤回及び

主任保育士から保育士への降格辞令の撤回を求

めて、申請があったものです。事務局調査を行

いましたところ、被申請者からは、就業規則に

従い適正に解雇するものであるとして、その主

張の隔たりは大きく、あっせんを行っても成果

が期待できないことから、不開始といたしまし

た。

説明は以上でございます。よろしくお願いい

たします。

、○横田委員長 執行部の説明が終わりましたが

委員の皆さん方は質疑がありましたらお願いい

たします。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって労働委○横田委員長

員会を終わります。執行部の皆さん、御苦労さ

までした。

午後は１時に再開いたします。

暫時休憩いたします。

午前11時56分休憩
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午後１時２分再開

委員会を再開いたします。○横田委員長

県土整備部の皆さん方には、日程が変更にな

りまして、大変お待たせいたしましたことをま

ず、おわび申し上げます。

先日行われました臨時県議会におきまして、

私ども９名が新たに商工建設常任委員会の委員

として選任をされました。私は委員長をさせて

いただくことになりました宮崎市選出の横田照

夫でございます。これからこの９名が２年間、

皆さん方にお世話になるわけですが、ひとつお

。つき合いのほどよろしくお願いを申し上げます

昨年の官製談合事件を受けまして、入札制度

の見直しは避けて通れないということで、今の

宮崎県の最重要課題の一つになっているという

ふうに認識をしております。一方で、地元業者

も守っていかなければいけないということで、

非常に悩ましい問題だというふうに思っており

ます。また、そのほか、県民の利便性を確保す

るための県土整備、また安全・安心を提供する

ための県土整備などなど、私たちが抱えている

問題は山積しているというふうに考えておりま

す。それら問題の解決のために、活発な議論を

重ねていきたいと考えておりますので、委員は

委員なりの、執行部は執行部なりの忌憚のない

御意見を聞かせていただきますようお願い申し

上げます。

それでは、私の方から委員の紹介をさせてい

ただきます。

まず、私の隣が延岡市選出の田口副委員長で

あります。

次に、向かって左側ですが、日南市・南那珂

郡選出の坂元委員です。小林市選出の水間委員

です。西都市・西米良村選出の濵砂委員です。

都城市選出の萩原委員です。

続きまして、向かって右側ですが、北諸県郡

選出の蓬原委員です。宮崎市選出の外山委員で

す。同じく、宮崎市選出の武井委員です。

次に、書記の紹介をいたします。正書記の古

谷主任主事です。副書記の児玉主任主事です。

以上でございます。

次に、部長のあいさつ、幹部職員の紹介並び

に所管業務の概要説明等をお願いいたします。

県土整備部長の野口でご○野口県土整備部長

ざいます。よろしくお願いいたします。委員の

皆様方におかれましては、県土整備部の業務に

関して御審議、御指導をいただくことになりま

。 、した いろいろお世話になることと存じますが

何とぞよろしくお願いいたします。

さて、私どもが所管しております業務でござ

いますけれども、安全で快適な暮らしの実現や

地域の自立ある発展を図るため、社会資本の整

備を初めといたします県勢発展の基盤となる県

土づくりを進めていくことでございます。また

同時に、公共事業の執行を通じまして、本県の

景気浮揚や雇用対策など、地域経済の活性化に

果たす役割も重要なものがあると考えておりま

す。職員が一丸となりまして県土整備行政の推

進に取り組んでまいりたいと考えておりますの

で、委員の皆様方におかれましては、御指導、

御支援のほど、よろしくお願いいたします。

引き続きまして、県土整備部幹部職員の紹介

に移らせていただきます。申しわけございませ

んけれども、座って紹介させていただきます。

お手元にお配りしております委員会資料の２

ページをお開きください。幹部の一覧表でござ

います。まず、総括次長の濵砂でございます。

次に、道路・河川・港湾担当次長の山田でご

ざいます。
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。都市計画・建築担当次長の江川でございます

高速道対策局長の岡田でございます。

管理課長の持原でございます。管理課課長補

佐の高原でございます。同じく、郡司でござい

ます。

用地対策課長の小野でございます。同じく、

課長補佐の日高でございます。

技術検査課長の児玉でございます。課長補佐

。 、 。の西でございます 同じく 満留でございます

道路建設課長の荒川でございます。課長補佐

の黒木でございます。同じく、白賀でございま

す。

道路保全課長の東でございます。課長補佐の

菓子野でございます。同じく、井上でございま

す。

資料３ページの方をごらんください。河川課

長の児玉でございます。ダム対策監の小城でご

。 。ざいます 河川課課長補佐の外山でございます

同じく、野中でございます。

砂防課長の桑畑でございます。課長補佐の前

田でございます。同じく、岡留でございます。

港湾課長の竹内でございます。空港・ポート

セールス対策監の立脇でございます。港湾課課

長補佐の田代でございます。同じく、今西でご

ざいます。

都市計画課長の河野でございます。課長補佐

の沼口でございます。同じく、図師でございま

す。

公園下水道課長の冨髙でございます。課長補

佐の坂元でございます。

建築住宅課長の藤原でございます。課長補佐

の林田でございます。同じく、池袋でございま

す。同じく、佐藤でございます。

資料４ページをごらんください。営繕課長の

藤山でございます。次は、施設保全対策監の新

川でございますが、本日、病気療養のため、欠

席しております。続きまして、営繕課課長補佐

の細山田でございます。同じく、上村でござい

ます。同じく、川﨑でございます。

高速道対策局次長の渡邊でございます。

最後に、議会担当の管理課主幹、小堀でござ

います。

なお、出先機関の幹部職員につきましては、

４ページ中段以降をごらんいただきたいと存じ

ます。

また、県土整備部各課及び局の分掌事務につ

きましては、６ページから18ページに記載のと

おりでございますので、説明は省略させていた

だきます。

以上で県土整備部幹部職員の紹介を終わらせ

ていただきます。

続きまして、お礼と御報告を申し上げます。

まず、東九州自動車道の着工式等についてで

あります。去る３月25日に開催されました東九

州自動車道「北郷―日南間」の着工式につきま

しては、議員の皆様の御出席を賜り厚く御礼申

し上げます。さらに、６月２日には、同じく東

九州自動車道の「大分県境―北川間」の着工式

が開催されます。これによりまして県内の新直

轄区間はすべて着工することになり、早期整備

に一層の弾みがつくものと考えております。ま

た、６月５日には、九州横断自動車道延岡線の

建設促進地方大会を延岡市で開催することとし

ております。

次に、懸案となっております東九州自動車道

の補償金目的植栽行為についてであります。去

る４月26日に「都農―高鍋間」の土地収用法の

手続の一環である事業認定告示が行われるとと

もに、先行して手続を進めております「高鍋―

西都間」につきましては、５月18日に宮崎県収
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用委員会の第１回審理が開催されました。県と

いたしましては、今後とも、東九州自動車道を

初めとする県内高速道路の早期整備に向けまし

て、全力で取り組んでまいりますので、委員会

を初め、県議会の皆様のより一層の御支援、御

協力をお願いいたします。

次に、県土整備部の所管業務について御説明

申し上げます。

まず、組織の改正についてでありますが、委

員会資料の１ページ 「行政組織表」があります、

ので、そちらをごらんください。一番左上のと

ころに黄色で塗っておりますとおり 「土木部」、

を「県土整備部」へ名称を変更いたしました。

これは、県民のための社会資本の整備に取り組

むという部の使命を明確化することによりまし

て、より一層県民の視点に立った県土の整備と

職員の意識改革を推進するためのものでありま

す。

次に、管理課でございますが、一般競争入札

の拡大等の制度改革を着実に実施するため 「入、

札制度改革担当」を新設し、建設業・入札制度

。担当の課長補佐を設置したところでございます

次に、土木事務所でございますが、構造計算

書偽装事件の再発防止等を目的とした建築基準

法の改正に対応しまして、建築確認審査体制の

強化を図るため、県営住宅管理を除く建築部門

を宮崎、日南、都城及び延岡の４土木事務所に

集約化いたしました。

次に、県土整備部の平成19年度当初予算につ

いて御説明いたします。

委員会資料の19ページ 「平成19年度当初予算、

一覧」をごらんください。今回は骨格予算とい

うことでありまして、県土整備部の一般会計当

初予算は、公共事業については年間所要見込み

額のおおむね４割程度、その他の人件費や施設

管理費等の経常的経費については年間所要額を

計上しております。このため、県土整備部の平

成19年度当初予算額は、まず、一般会計で416

億4,579万4,000円であります。主な内訳といた

、 、しましては 補助公共事業168億1,582万7,000円

地方道路交付金事業43億9,500万円、県単公共事

業46億5,260万9,000円、災害復旧事業26億1,433

万4,000円などであります。次に、公共用地取得

事業特別会計では14億6,763万6,000円、港湾整

備事業特別会計では17億799万9,000円、合計

で448億2,142万9,000円となります。

なお、今回は骨格予算ということでもありま

して、本格予算を御審議いただきます次回６月

定例県議会中の常任委員会におきまして、改め

て当部の年間を通じて必要な予算案と主要事業

の御説明をさせていただきたいと存じます。

最後に、委員会資料の表紙の裏の目次をごら

んください。項目５のところからでございます

が、本日の報告事項といたしまして 「入札・契、

約制度改革に関する実施方針 「道路整備の中期」

計画の作成について」及び「一ツ葉有料道路の

値下げ実施状況について」並びに「宮崎県景観

形成基本方針について」を説明させていただく

予定にしております。それぞれ、後ほど、担当

課長から御報告申し上げますので、よろしくお

願い申し上げます。

私からの説明は以上でございますが、今後と

も、重点的・効率的な事業執行に努めまして、

県土整備行政を推進してまいりますので、委員

の皆様には、一層の御支援、御指導をお願い申

し上げます。以上でございます。

まず 「入札・契約制度改革に○持原管理課長 、

関する実施方針」につきまして、説明させてい

ただきます。

御承知のとおり、昨年発生いたしました県発
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注工事における談合事件によりまして、県の公

。共工事に対する信頼は大きく失墜いたしました

知事は、就任直後から、一日も早い県政に対す

る信頼回復に向けまして、入札・契約制度改革

の取り組みを指示され、本年２月15日には、県

としての基本的な考え方をお示ししたところで

あります。これに対しまして、県議会を初め、

第三者機関でございます行政改革懇談会や公共

工事入札適正化委員会からの御意見や御提言、

また、パブリックコメント手続等を通じました

多くの県民の皆様からの御意見をいただき、そ

れらを踏まえ 本日 配付いたしております 入、 、 「

札・契約制度改革に関する実施方針」が３月15

日に、行財政改革推進本部において決定された

ところでございます。実施方針は、基本的考え

方の時点と方向性は変わっておりませんけれど

も、できるだけ数字を入れるなど、改革内容を

具体的にいたしますとともに、建設産業の育成

への配慮という点につきまして、多くの御意見

をいただいたことを踏まえまして、公正な競争

の確保を前提に、県内業者へ発注する等の方針

を明記いたしております。現在、この実施方針

に基づきまして、より公正、透明で競争性の高

い入札・契約制度を確立いたしますため、抜本

。的な改革に取り組んでいるところでございます

実施方針の主なポイントと取り組み状況でご

ざいますけれども、まず、委員会資料の23ペー

ジをごらんいただきたいと思います。この改革

に取り組む発端は官製談合でございました。こ

のため、県がみずから襟を正すことがまず第一

であり、１の職員の意識改革とコンプライアン

スの徹底では （１）にありますが、知事がみず、

からを厳しく律し職務遂行に当たるとともに、

職員倫理規程の制定や、官製談合についての懲

戒処分基準の明確化などに取り組むことといた

しております。

（ ） 、 、２ の公益通報制度では 本年４月１日に

新たに弁護士が管理する外部窓口の設置を行い

まして、その強化が図られております。

（３）の働きかけ、口ききへの対応では、公

共工事の公正な執行を損なうおそれのある働き

かけについて記録し 公表する制度が本年４月23、

日から施行されております。次の24ページでご

ざいます。

（４）の営利企業に再就職した職員の扱いで

ございますけれども、再就職後３年間は県への

営業活動等を行わないよう、本人及び再就職先

、 、に強く自粛を要請したところであり あわせて

再就職の状況も公表することといたしておりま

す。

２の公正、透明で競争性の高い入札契約制度

への改革であります （１）の指名競争入札の廃。

止と一般競争入札の拡大は、改革の大きなポイ

ントとなります。具体的には、予定価格250万円

以上の建設工事について、段階的に指名競争入

札を廃止し、20年の１月までには原則として一

般競争入札に移行いたします。一般競争入札の

拡大については、県内建設業者の育成へ配慮す

べき等、多くの御意見をいただいたところであ

ります。このため、地域要件を設定し、特殊な

工事など競争性が不足する場合を除きまして、

県内建設業者に発注することといたしました。

具体的には、県内全域、または県内を３ブロッ

クもしくは農林振興局単位の６ブロックに分割

するなど、公正な競争の確保を前提に、工事の

規模 種類を勘案して設定いたしております 25、 。

ページであります。真ん中あたりの段落にござ

いますけれども、公共工事の業務委託につきま

しても、19年度から段階的に指名競争入札を廃

止いたしまして、一般競争入札やプロポーザル
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方式など、多様な入札・契約方式を推進するこ

ととしております。

（２）の総合評価方式等の拡充では、公共工

事の品質の確保に関する法律が平成17年から施

行されていることもあり、価格と品質で総合的

にすぐれた調達を実現する観点から、総合評価

方式の試行を拡大してまいります。

また （３）の電子入札の拡大では、一般競争、

入札の拡大に伴う入札参加者及び発注者の負担

軽減等の観点から、電子入札の全面導入につき

まして、当初計画を３カ月前倒しし、本年７月

から実施をいたします。

26ページの（４）公共工事の適正な施工の確

保でございます。工事の品質確保等についても

多くの御意見をいただいたところであります。

このため、落札率が一定以下の工事等について

は、下請業者への発注状況等も含めた施工体制

点検や監督業務の重点実施など、工事監督検査

体制を充実強化いたします。具体的には、仮称

ではございますけれども、施工体制監視チーム

の設置を検討しているところであります。

また （５）になりますけれども、談合等の不、

正行為を行った業者に対するペナルティーは、

既に４月から違約金を10％から20％に増額した

ところであり、今後、入札参加停止期間の最長

の期間を現行の12月から24月に延長するなど、

強化を図ってまいります。

次に、３の入札・契約制度の適正な運用につ

いては、公共工事入札適正化委員会の機能強化

や入札・契約事務の発注部局からの分離など、

県の組織体制の整備を図りますとともに （３）、

にあります情報公開の推進では 県議会に入札・、

契約情報を定期的に報告するとともに、県民の

皆様にすべての入札・契約情報をわかりやすく

工夫しながら、県のホームページで公開いたし

ます。

27ページの４の建設業界への対応の（２）建

設産業の活性化でございますけれども、地域の

建設産業の役割は大変重要であることから、地

域要件の設定に加えまして、下請工事の発注に

当たっての県内業者の活用や、建設資材の県内

調達の促進を図ることといたしております。ま

た、建設産業活性化プランに基づきまして、技

術と経営にすぐれた業者が伸びていける環境づ

くりや、新分野進出への支援などにつきまして

も、県として適切に対応してまいります。

５のその他のところですけれども （１）改革、

の進行管理と検証では、改革について慎重に進

めてほしい、検証をすべきとの意見もいただい

たところであります。このため、行財政改革推

進本部や公共工事入札適正化委員会におきまし

て、継続的に進行管理を行うとともに、検証に

努めることといたしております。

また （２）のところでございますけれども、、

、公共工事以外の庁舎の清掃や警備等の業務委託

物品調達等に係る入札・契約事務につきまして

も、行財政改革大綱の見直しの中で検討するこ

ととされております。

最後に、28ページの工程表に改革の実施時期

を明記しております。なお、入札・契約改革の

実施に当たりましては、混乱が生じないよう、

３月には県内３ブロックで電子入札未登録業者

に対する説明会を、４月には土木事務所などの

発注機関に対する入札手続説明会を、また、５

月には県内８ブロックで建設業者等に対する新

、たな入札制度の説明会を実施したところであり

さらに、５月下旬から９月中旬にかけまして、

県内８会場で、建設業者等を対象に延べ32回の

電子入札操作研修も実施することといたしてお

ります。
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今後とも、県民の信頼回復に向けまして、実

施方針に基づき、改革を着実かつスピード感を

持って実施してまいりたいと考えております。

次に、お手元に右肩に「参考資料」として資

料を配付しております 「入札・契約結果の公表。

について」でございます。別冊、色刷りの資料

でございます。これは本日、参考資料として配

付させていただいております。先ほど説明しま

した実施方針の中でも触れましたけれども、県

の入札・契約情報につきましては、定期的に県

議会に報告いたしますとともに 県のホームペー、

ジ等で公表することといたしております。電子

、入札を行った個々の入札結果等につきましては

既にホームページで公表しておりますが、今回

は、平成18年度の集計結果を公表するものであ

ります。

表紙をごらんください。１の公表対象につい

てですけれども、県土整備部、農政水産部及び

環境森林部、いわゆる公共三部の建設工事、関

連業務に係る入札・契約結果を公表いたしてお

ります。

、 、 、次に ２の公表内容ですけれども 発注件数

予定価格、落札価格及び落札率を公表いたしま

す。

次に、３の公表項目及び今後の予定について

でありますけれども、まず、年度ごとに公共三

部の合計値、発注機関別の数値、建設工事、業

務委託それぞれの業種別の数値、予定価格別の

数値及び県内業者の落札状況の５項目を公表い

たします。さらに、四半期ごとにも県内業者の

。落札状況等を除きます４項目を公表いたします

次ページ以降は、18年度の入札・契約結果の

状況について取りまとめたものでございます。

ちなみに、右の方に18年度の建設工事の落札率

を載せておりますけれども、17年度と比べまし

、 。て5.5％下がりまして 91.1％となっております

詳細につきましては、後ほど、資料をごらんい

ただきますようお願いいたします。

、 、 、また 本日 委員に配付しております資料は

本日、県庁ホームページでも公表したところで

あります。

以上で説明を終わります。

。○荒川道路建設課長 道路建設課でございます

。道路整備の中期計画について御報告いたします

委員会資料の29ページをごらんください。初

めに、１の概要についてであります。国土交通

省は、昨年12月に閣議決定されました道路特定

財源の見直しに関する具体策を受けまして、真

に必要な道路整備を計画的に進めるために、今

後の具体的な道路整備の姿を示しました中期的

。な計画の作成に着手されたところでございます

次に、２の中期計画への取り組みについてで

あります （１）と（２）に記載していますよう。

に、中期計画とは、中期的な整備目標とその達

成に必要な事業量を明示した計画を想定されて

おります。作成に当たりましては、国民、有識

者、知事、市町村長など、国民各層から道路を

めぐるさまざまな意見を幅広く伺うこととし、

国においてアンケート調査や聞き取り調査が実

施されているところでございます （３）としま。

して、そのスケジュールをフロー図で示してお

りますが、７月末までにアンケートや国民各層

からの意見等の聴取が実施されております。そ

、 、 、の後 中期計画の素案が作成され 最終的には

年内に中期計画が作成される予定と伺っており

ます。県としましては、真に必要な道路整備を

国が策定します中期計画へ盛り込んでいただき

ますよう、最大限の努力をしてまいりたいと考

えております。なお、アンケート調査の用紙を

別途配付させていただいております。後ほど、
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御参照いただきたいと思います。

続きまして 「一ツ葉有料道路の料金値下げ実、

施状況について」御報告いたします。

委員会資料の30ページをごらんください。１

に示しておりますが、県道路公社では、４月１

日から通行料金の値下げを実施いたしておりま

す。２と３に北線及び南線の車種別の値下げ料

金等を示しております。４に利用状況を示して

おりますが、北線におきましては、本年４月１

カ月間の平均日交通量は5,793台でございまし

た。これは、前年同時期と比較しまして38％の

伸びとなっております また ゴールデンウイー。 、

ク期間中の平均日交通量は7,463台でございまし

て 前年同時期と比較しまして28％の伸びとなっ、

ております。南線におきましては、平均日交通

量が前年同時期と比較しまして、ほぼ同じ利用

状況でございました。今後とも、利用促進に向

けまして、チラシ、ポスター、立て看板等によ

りましてＰＲに努めてまいりたいと考えており

ます。

道路建設課につきましては、以上でございま

す。

。○河野都市計画課長 都市計画課でございます

「宮崎県景観形成基本計画」について御説明い

たします。資料としまして、お手元に「宮崎県

景観形成基本方針」の概要版を配付しておりま

す。この景観形成基本方針につきましては、昨

年９月の当委員会で策定途中の内容や年度内策

定に向けての説明をさせていただいたところで

す。その後、有識者などから成ります景観形成

推進懇談会等で議論を重ねまして、この４月に

、 。公表しましたので その概要を報告いたします

パンフレットをお開きください。左上の「本

県ではぐくまれた景観の特性と課題」について

であります。本県の景観としましては、１の自

然的環境に関する景観から一番下の５の公共施

設の景観まで、県内各地で見られるさまざまな

景観を紹介しております。

パンフレットをもう一度両側に開いて、左上

の「宮崎県景観形成基本方針」についてであり

ますが、これまで、本県では、昭和44年に都道

府県として初めて景観に関する条例である「沿

道修景美化条例」を制定するなど、豊かな自然

を生かした美しい県土づくりに全国に先駆けて

取り組み、その保全、創出の成果を観光分野で

生かしてきました。平成16年に景観法が制定さ

れ、全国にも美しいまちづくりに関する関心が

高まりを見せており、本県としましても、これ

まで以上に魅力を高める取り組みが必要となっ

ております。この基本方針は、上から７行目に

ありますけれども、県としての景観形成に関す

る基本的考え方や方向性を明らかにし、住民と

行政が協働して景観を糸口とした持続的かつ活

力ある宮崎県を創造するために策定するもので

あります。

その下の「宮崎県における景観のとらえ方」

についてですが、１の宮崎県の景観は、生活と

密接に結びついて形成されたものであることな

どから 「景観づくりは地域づくり」と位置づけ、

たところであります。

このページの中ほどの上段でございますけれ

ども、景観の将来像と基本方針を記載しており

ます。まず、将来像についてですが、景観は、

自然と人々の生活のかかわり合いの中から生ま

れたものと言えますので 「自然と人々の生活が、

融合した美しいみやざきの創造」としたところ

です。その下に、基本方針について書いており

ます。本県が持つ豊かな自然環境や、歴史・文

化等を生かした景観づくりを進めるため、基本

方針の１ 意識と人を育てる から方針５の 特、「 」 「
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、 」 。性を生かし 活性化につなぐ としております

ここで一度パンフレットを閉じていただきま

して、裏表紙をごらんください 「景観づくりの。

主体と役割について」であります。中ほどに住

民・事業者の役割、市町村の役割、県の役割を

模式図で示しております。住民が景観づくりの

主役であることや、事業者も重要な担い手であ

、 、 、ること また 市町村は景観行政の主体であり

景観行政団体になることが望ましいこととして

おります。さらに、県は、広域的観点から、先

導、調整を図る役割を担うとともに、住民、市

町村等の取り組みを支援することとしておりま

す。

申しわけありませんけれども、もう一度パン

フレットを全部お開きください。パンフレット

の一番右の方ですけれども 「県として取り組む、

重点施策について」であります。１の住民、事

業者、市町村に対する啓発支援など（１）から

（４）に示しております。このことに取り組ん

でまいります。

都市計画課からの報告は以上でございます。

執行部の説明が終わりました。○横田委員長

委員の皆さん方、質疑がありましたらお願いい

たします。

入札に関連してですけど、予定価○坂元委員

格を公表されると。予定価格はどうやってつく

られるかというと設計単価の積み上げによって

成る。じゃ、設計単価、歩掛かりはどうやって

得られるかというと、国土交通省の物調に基づ

きいろいろな単価でもって成り立っていくと。

その設計価格が適正であるかどうかというのは

だれが判断するんですか。

適正単価をだれが判断す○児玉技術検査課長

るのかというのは、積算の一つの根拠がござい

まして、数字的にはじき上げてまいりますが、

標準歩掛かり、そういった積み上げの中で直接

工事費、共通仮設費、そういった形で積み上げ

ていきまして工事価格が出てきて、イコール設

計予定価格としておりますから、一応、計算式

に基づいた算出というような形で、だれがとい

うことじゃなくて、そういう形でそれぞれはじ

いたものを所属長の決裁のもとに物が動いてい

るという状況です。

ですから、前年度、コンサルにか○坂元委員

けられて設計ができ上がるんですね。それを今

度はコンピューターでいろいろ単価を入れてい

くということで、落札率を競うということより

も、予定価格が適正だったのかどうかというこ

とがまず前提にこないと、じゃ、発注し終わっ

てから、例えば鉄の値段が上がったとか、原油

が高くなって、とてもじゃないが発電機を一晩

じゅう回しておったら油代が赤字でどうしよう

もないというものは、設計変更でちゃんと見て

くれるということですかね。

、○児玉技術検査課長 資材等の調査というのは

年に４回ほど 物価調査会 経済調査会とかいっ、 、

たのを委託して調べていくわけなんですが、そ

の中に変動の大きい等はその都度、対応してい

ます。同時に、歩掛かり等の改定があれば、年

に１回ですけど、大体７月ごろに一応運用して

いきますけど、その都度、そういった変更対応

はしていっているということでございます。

例えば河川工事の場合、基礎をつ○坂元委員

くるのに掘削すると、水かえもしなきゃならな

い、その水かえがポンプが３台しか見てないけ

ど、実際は５台使ったと。それじゃないと現場

はできんがねと。しかし、土木事務所はそれを

ちゃんと現認しながらも設計変更には応じない

ということがあったり、例えば台風が来たとき

に ちょっと土砂崩れがあったと ショベルカー、 、
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を持ってきてあれを取り除いてくれというとき

に、業者にやっぱり持たれ合いしますよね。業

者に依存する かといって 後でちゃんとかかっ。 、

た費用を見てくれるかというと、請求ができな

いがというようなこともありますよね。今まで

はあった。がしかし、受注と発注者が対等な関

係になるとすれば、当然、それは排除しなきゃ

ならないということになりますね。しかし、業

者側は請け負け業者だから どうしても物を言っ、

、たら主観点数に響くんじゃないかというふうに

物言えば唇が寒くなるという状況だから、今ま

で物が言えなかった。しかし、こういうふうに

厳しい状況の中でやっていくには、正当な評価

というのを請け負けもちゃんと認めてもらわな

きゃならないと。そうすれば、当然、第三者機

関というのがそこになければならないだろうと

いうふうに私は思うんですが、執行部がそうい

うようなお考えでなければ、我々でちゃんと手

当てして政策条例でやるかなと思っているんで

すが、そういう業者側の公正さへの是正を求め

、 。る そういう審査機関というのはあるんですか

従来、建設工事の紛争審査会○持原管理課長

とか、そういうレベルのものはございましたけ

れども、確かに、委員おっしゃるように、一般

競争入札が一般化してまいりますと、やはり対

等の立場での契約関係、そういうものが大事に

なってこようかとは思っております。そういう

ことで、例えば、現在、建設業者の相談窓口的

なものは置いておりますけれども、各土木事務

所でありますとか、本庁の管理課にも置いてお

ります。そういうところを一部検討いたしまし

て、業者サイドの情報といいますか、通告とい

いますか、発注者サイドに直接申せない部分と

、 。いうのも 今後は検討する段階に来ているなと

今後、一般競争入札がふえてきますと、そうい

うことも大事であるなというふうな認識は部内

で持っておるところでございます。

管理課長の所管ですが、建設技術○坂元委員

センターはことし16名だったですかね。やがて

は県の手を放れるという状況も予測されるわけ

ですね。道州制も視野に入れた時代ですから、

例えば建設技術関係は宮崎県が請け負いましょ

う、農業関係のこの分野は熊本県の農業大学校

で請け負いましょうとか、そういうふうに九州

管内でいろいろ話し合って、土木の青年隊のよ

うな技術者の養成は宮崎県が請け負いましょう

と、観光事業なんかを九州の機構でやっている

のと同じように、そのかわり、維持費の相応の

分担をもらえませんかというような生き残り方

策は検討できないもんでしょうか。例えば、ほ

かには高等水研とかいっぱいあるけど、九州各

県で分担しながら、そういう産業技術教育、そ

の部分を分担していこうかという位置づけの中

に産業開発青年隊を置くことはできないもんで

すかね。

道州制をにらみまして、そう○持原管理課長

いう分野で各県が連携をしていく必要性という

のは 私も当然 今後必要になってくるなと思っ、 、

ておりますけれども、まだ現状ではそのような

、 、試験研究機関でありますとか 特定の分野での

前おりましたところでは労働行政でありますと

か、そういうところでの具体的なプログラムま

ではいっていないというのが現状かなと思って

います。さらには、もう少し知事会あたりでの

議論というのが今後待たれるのかなと、そうい

うところが議論されてきて道州制あたりの議論

につながるのかなとは思っております。

ただ、おっしゃいました建設技術センターの

問題ですけれども、ことしの参加者が22名とい

う状況でございました。各県、40年代あたりで
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かなり手放しまして、今、全国であるところは

熊本県とうちの県だけでございます。熊本県は

本年度いっぱいで廃止するという方針を明確に

出しました。私どもも、去年から、引き続き、

どうするのかという検討はいたしておりますけ

れども、現状で、過去２カ年、先輩の方々であ

りますとか、建設業者の皆様の御協力もいただ

いて、各学校にも足しげく足を運びまして勧誘

をいたしました その結果が 施工管理課程が19。 、

名、そして２年課程になります専門課程の方が

３名、トータルで22名という状況です。これは

非常に厳しいなと。しかも２年間。昨年が23名

でしたので、非常に厳しい状況になってきてい

るなということを認識しております。今の段階

で、建設技術センターの機能につきましては、

社会経済の情勢と申しますか、相当高学歴化が

進んでおって、専門学校に行ったり、大学校に

、行ったりするような状況も出てきておりまして

しかも、建設技術センターの方は、３Ｋ職場の

代表的な建設産業でございますけれども、しか

もそれを厳しい状態で鍛えておるというという

、状況がなかなか理解が得られていないというか

そういう状況にございますので、非常に厳しい

状況にあることは認識いたしております。そう

いうことで、他県との連携というのは、今の段

階でうちの県がという状況にはないのかなと

思っております。以上でございます。

ほかに何か。○横田委員長

ちょっと見方を教えてください。○濵砂委員

インターネットで引いたやつが手元にあると思

うんですが、直近のやつで、宮崎県土整備部西

臼杵支庁土木入札見積もり結果、この表の見方

がわからんですが 予定価格が１億1,741万9,000、

円、最低制限調査基準価格が8,792万5,794円、

このときに、まず業者一覧の管内もわからんの

ですが、大臣本店の意味ですね。

それから、これは志多組が8,415万1,150円で

落としているんですが、最低制限は8,700万、落

ちたのが8,400万というのは消費税の関係です

か。ちょっと見方を教えてください。

大臣本店というのは、要○児玉技術検査課長

するに大臣登録ということでございます。

私の方で補足させていただき○持原管理課長

ます。この表の右の方、予定価格、最低制限調

査基準価格、入札書比較価格、落札金額という

欄がございます。今、入札は消費税を抜いてお

願いしておりますので、基準的にはこの右の欄

が比較する額になります。下の方の業者一覧の

ところにございます入札見積もり額、これのと

ころも税抜きでございますので、基本的には右

側の価格の欄が比較する基準価格となります。

左の方は参考までに税込みの価格を記載してい

るということで御理解をいただきたいと思いま

す。

それから、大臣本店につきましては、建設業

の大臣許可というのは、御案内のように、２県

にまたがってやる場合は大臣が許可をすると。

本県のみでやる場合は知事が許可をするという

、 、ことになっておりまして 大臣本店のところは

大臣の許可業者で、しかも本店が本県内にある

と。志多組さんの場合は本県の業者でございま

すので、大臣本店という表記をいたしておると

。 。ころでございます よろしくお願いいたします

２番目が 高鍋・五幸建設で 8,415○濵砂委員 、 、

、 、万3,000円 金額の差が2,800円程度なんですが

この金額もそうなんですけど、全体的なものが

非常に接近しているという状況なんですよ。積

算価格というのは各業者さんはみんな知ってい

るんですか。

積算価格と申しますか、単価○持原管理課長
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でありますとか、歩掛かり等につきまして、一

定のものは公表されております。ただ、価格と

いうのは当然、県の方で積算して予定価格を立

てます。そして、予定価格は事前に公表いたし

ております。そういうことで、後はそれぞれの

業者さんが、自分の適正な見積もりの中で営業

的に判断をして入札されるものであるというふ

うに理解しております。

最低価格というのはだれが決める○濵砂委員

んですか。

これも一定の基準に基づきま○持原管理課長

して、県の方で定めます。

、○濵砂委員 これには載っていないんですけど

。１円とか10円の差だとかいう話を聞くんですよ

しかも、この表にも出ていますように、１業者

が２つ続けてとったり、３つ続けてとったりし

ているんですよ。こういう現状というのは、制

限は全くない、だれでもいいと。極端な話が、

１業者で今月発注された10件の案件すべてを

。とっても何も問題ないという状況なんですかね

最低制限価格にかなり近○児玉技術検査課長

い数字だとおっしゃる。確かに、調べてみます

とこういった実態が相当出てきております。１

、 、 、つ考えられるのは 宮崎の場合も 全国の方で

各県さんが採用しておりますけど、公契連モデ

ルという計算式がございまして、これは公表は

しておりませんけど、こういった一定の数値を

掛けまして、当然、直接工事費、共通仮設費、

現場管理費に幾らというような形で積み上げた

一つの計算式がございます そういったのをやっ。

ておりますので、考えられるのは、企業さんの

方がソフトとか、いろんな形を入手している可

能性はある。もう一つは、今、管理課長も申し

上げましたが、予定価格を公表しておりますの

で、ある程度の逆計算して直工を引っ張り出す

方法はあるので、かなり近いところまで来る考

え方もあるのかなと。

もう一つは、ダイレクトに申しますと、漏え

い問題になりますけど、先ほど説明しましたよ

うに、コンプライアンスということで、これは

あってはならないことでございますが、そうい

うことはないということでいきますと、この実

態を偶然とは余りとらえにくいんですけど、何

らかの形でこういった数字があるのは本当では

ないということで、今後の対応というのは、知

事会でも言っておりますけど、最低制限価格の

平均額型という導入、例えば、下の方から５社

を算出して平均値をとる、そういった方法もあ

。 。るなと いろんな係数をぶっかけてやっていく

いずれにせよ、この最低制限価格の問題につい

ては、早急に何らかの対応を今後していかない

かんのかなという考え方は持っております。

そういう根拠をもって入札に挑ま○濵砂委員

れる業者さん、偏って受注していくというよう

な、この表を見てもそういうものが見えますか

ら、しかも金額はほんの1,000円から、あるいは

何十円とかいう差で偏った落札がされておると

いうのは、本当に透明に、何円差で僕がとった

んですよというようなのは公表すべきだと思う

んですね。インターネットは金額の差も出てい

ますかね。

ホームページ上ではすべて○持原管理課長

個々の入札金額まで出しております。制限価格

を割ったのは失格とか、そういう表示まですべ

て出しております。

ホームページで我々も時々見るぐ○濵砂委員

らいなんですけど、県庁ホームページ、どのく

らいのアクセスがあっているかわからないんで

すが、これは広く県民に広報か何かでこういう

実態だと これが本当の姿なんですよ こういっ、 、
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た偏ったものもあるんですよというのも明確に

出すべきじゃないかと思うんですね。何かあり

ましたら。

、○持原管理課長 そういうこともございまして

年間のトータルの落札状況等も今回、初めて県

民にわかりやすいような形でお示しすると。今

後、いろんな動向もございますので、四半期ご

とにこういう情報を提供していくということに

改めたところでございます しかしながら おっ。 、

しゃるように、昨年から、一般競争入札の導入

に伴いまして、かなり厳しい状況というのが出

、てきているのは十分承知いたしておりますので

先ほど、私の説明の中でも申しましたように、

事実を検証して、また対策を打っていくという

ことが基本的な姿勢でございますので、その辺

は十分研究、検討をさせてまいりたいというふ

うに考えております。

よろしくお願いします 例えば 50○濵砂委員 。 、

円で不渡りを出すとかいうことも出てくるわけ

ですよね。１円の差で会社がつぶれる、従業員

がそれぞれ路頭に迷うとか、そういったものも

あるもんですから、一般競争入札になったのは

いいことですからどんどんやってもらわにゃい

かん。けれども、執行部の方も、発注側もちゃ

んと責任を持って、例えば、同じ業者さんが３

件続けてとったとか出ていますからね、という

ようなものがあるとすれば、その業者さんは神

奈川県だったか、１カ月間は入札ができないと

かやっているところも先進地であっているよう

ですから、そういうようなものを踏まえて十分

検討していただきたい。

それから、私も聞かれてわからんかったもん

ですから、道路建設課長に昨日、電話をしたん

ですが、そのときも明快な回答がなかったもん

ですから教えていただきたいんですが、24ペー

ジの地域要件なんですが 「公正、透明で競争性、

の高い入札・契約制度の改革」というのは、こ

れは当然のことなんですけど、この中の地域要

件 「県発注の公共工事については、特殊な工事、

など競争性が不足する場合を除き、県内建設業

者に発注するものとする」というので、こちら

の方は串間土木事務所、平成19年５月10日、ト

ンネル工事、私はこれ、聞かれたんですが、よ

くわからんかったもんですから、連絡をしたけ

ど、そこでも余りはっきりしたお答えがなかっ

、 、 、たもんですから きょう お伺いするんですが

戸田建設は県外業者ですよね。こういうのが

ちょっと私どもに基準がわからないんですよ。

何で県外業者が、５億円程度の工事だったらし

いんです。ここで入札した結果、落札をされた

のか、教えていただけますか。

串間土木発注の国道448号○荒川道路建設課長

の小崎トンネルの発注につきまして、先ほど委

員からありましたように、お尋ねがあったわけ

でございます。それで、私の方もそのときすぐ

、すぐにはなかなかわかりづらい面もありまして

ちょっと調べておったわけでございますけれど

も、それにつきまして御説明させていただきた

いと思います。

今の御質問は、県外業者がとっていると。地

域要件からいって地元でいいんじゃないかとい

うような御意見かなと思うんですけれども、ト

ンネルにつきましては、特殊工事みたいな格好

で思っております。私どもとしまして、宮崎県

内でＪＶを組むか、単体でいくかというのもあ

りますけれども、５億円以下は要領等がありま

、 。して 単体といくというようになっております

、 、この５億円以下のトンネル工事に対して じゃ

地域要件はどうするかというときに、県内で施

工実績があるという条件つき一般競争入札にな
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るもんですから 実績としてトンネル工事をやっ、

た会社さんがどのくらいいらっしゃるかという

ことは、過去の実績から調べれば、参加可能、

あくまでも可能ですけれども、業者さんの数は

わかるわけでございます。それで調べてみます

と、その当時の数が11社でございました。その

後、ぎりぎりになって完成して参加できるとい

うのが１社か２社ありましてちょっとふえまし

たけれども、基本的にそのときには11社でござ

いました。そういった中で競争性が保てるかと

いうこともあるわけでございます。我々としま

しては、５億円以下の単体のトンネル、それも

特殊工事というようなことで、やはり宮崎県内

に営業所があるということになりますと、県外

のところも実績があれば参加できるわけですけ

れども、そういうことで考えまして、その条件

設定をしたわけでございます。それでいきます

と、最初のとき県内が11社でしたけれども、県

外を入れまして21社ぐらいが可能業者になった

というわけでございます。

平成18年度に、何社ぐらいがじゃ、妥当なの

かというのもいろいろ出てくるわけですね。そ

のときに全国知事会等でも議論されておりまし

て、最低の可能業者数というのは恐らく20社か

ら30社ぐらい、それ以上は必要じゃないかとい

うような御意見が知事会の中で出ておったよう

でございます。そういうことから、県内に営業

所があるということにして、今言いましたよう

に21社ですけれども、そういった数の方が競争

性が保てるんではないかということでこのよう

な条件にしたわけでございます。以上でござい

ます。

適正な数というのが、まだはっき○濵砂委員

りしていないんですね、20社とか、30社とかい

うのは。その物件に応じて違うんですか。

、○荒川道路建設課長 先ほど申しましたように

全国知事会の中でも今、最低限20社か30社以上

というふうに言われておりますけれども、管理

課長のあれかもしれませんけれども、宮崎県に

おきましても、そういった知事会のものを参考

にしながら、何社ぐらいが妥当かといろいろ議

論をした中で、一般土木程度でしたら50社ぐら

い、特殊工事ですとなかなか実績がないから20

、 。社から30社以上 知事会のやつを入れてですね

そういった意見もあるわけでございます。そう

いうふうな工事の種類によって当然、実績等が

変わってきますから、数は変わってくるんでは

ないかなと思います。いずれにしても、競争性

を保つということが一番重要じゃないかという

ふうに思っております。

わかりました。当然に競争性を保○濵砂委員

たないかんということですが、先ほどのように

偏って受注していくというのも本来の競争性な

のかなということもありますから、十分その辺

を配慮して、偏らんように、同じ金額なら同じ

業者ばかりじゃなくてもいいはずですから、同

、じ金額でほかの業者さんでもできるんだったら

１社だけにこんなにたくさんやらんでもいいん

、 。 、じゃないかと 我々素人は考えますよね ぜひ

その辺も検討していただいて、偏らんようにお

願いをいたします。

そのほか、ありませんか。○横田委員長

その地域要件の中で、先ほどは県○水間委員

内全域、県内を６ブロックに分割というような

ことでしたが、６ブロックの分割の地域はどう

なりますか。もしあれば、後で資料で下さい。

６ブロックは、御承知のよう○持原管理課長

に、今の農林振興局単位で基本的に考えており

ます。県北で申しますと、西臼杵支庁と東臼杵

の農林振興局、これを１ブロック、児湯の農林
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、 、振興局を１つ 中央の宮崎の農林振興局を１つ

西諸県を１つ、北諸県を１つ、それから県南の

方、南那珂農林振興局単位を１つ、そういうこ

とで６ブロックというふうに考えております。

それと、電子入札の拡大の中で、○水間委員

３カ月ちょっと前倒しをするということのよう

です。建設業者への周知については十分配慮を

するということでありますが、電子入札するに

当たって、いわゆる機械導入せにゃいかんとい

うことになるんですが、そこあたり、どんな方

向で配慮をしていかれるおつもりですか。

まず、設備関係でございます○持原管理課長

けれども、私どもが平成16年度に全有資格業者

。 、を対象に調査をいたしました そうしたところ

パソコン保有率がその時点で98％でございまし

た。今回、電子入札を実施するのに際しまして

は そのようなパソコンが 一つはインターネッ、 、

トを使用できる環境にあるのかどうかというの

がまずポイントになります。これは、我々個人

でもインターネットに接続しているという状況

もございまして、業務として建設業を営むとい

う方であれば、そういう環境というのは当然、

保持しておくべきかなと思っております。それ

に加えまして、専用の電子入札用のＩＣカード

が必要になってまいります。これが１万5,000円

程度でございます。そして、ＩＣカードのリー

ダーが１万円程度でございます。これぐらいは

初期投資として当然、準備していただきたいな

というふうに思っております。

それとあわせまして、その辺の周知のお話で

ございますけれども、ことしの３月まで重ねて

段階的に説明会もやってまいりました。それか

ら、御案内の建設技術推進機構でありますとか

職業能力開発協会、ここでもそのような操作の

研修を実施しております。それから、５月に新

たな入札制度説明会を業者さんに向け周知を

図っておるところでございまして、この中で、

５月中に、８日からずっと先日まで、今もやっ

ておりますけれども、大体2,500名の参加者を得

ております。そういう周知を図ることによりま

して、十分、７月の電子入札の本格導入は可能

であるというふうに判断いたしております。

それと、19年度の当初予算の県土○水間委員

整備部のが出ていますが、６月議会が間近なん

ですけれども、まだ肉づけという形では、当初

予算の一覧の中ではどこらあたりがということ

はまだ発表できないんですか。

御案内のように、ことしは骨○持原管理課長

格ということで、昨年10月の編成方針でありま

すとか、新たな財政改革推進計画に基づきまし

て、４割程度を計上させていただいたところで

ございます。なおかつ、18年度以前の災害復旧

事業でありますとか、17年災で非常に大きな被

害を受けました激甚災の緊急対策事業、あるい

は早急に事業効果を発揮する必要があるものに

つきましては、ほぼトータルでの年間所要額を

計上させていただいたところであります。そう

いうことで、具体的に４割の公共事業費で、県

民生活への影響というのは基本的に生じないよ

うに措置したところでございまして、あと６月

補正に向けて頑張ってまいりたいというふうに

考えております。そういうことで御理解をお願

いしたいと思います。

いつになったら発表できますか。○水間委員

個別の工事箇所の表とか、そ○持原管理課長

、ういうもののことかと思っておりますけれども

６月下旬をめどに、公共、ほかの２部ともあわ

せて配付をさせていただきたいというふうに考

、 。えておりますので よろしくお願いいたします

細かな地域については６月下旬で○水間委員
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すね。６月８日から議会が始まるんですが、そ

れに対して、いわゆる知事の言う肉づけをされ

る部分、これについて県土整備部としてはどう

ですか。どのような状況なのか、前年からする

と残りは550億ぐらいあるんですがね。これを維

持できるのかどうか、そこあたりはどうなんで

すか。

基本的な予算の中身につきま○持原管理課長

しては、次回の委員会でいろいろ御説明をし、

御意見を賜りたいと思っておりますけど、全体

的な県の予算状況というのが非常に厳しい状況

にございますので、その辺を踏まえて適切に対

応したいというふうに考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。

全体じゃなくて、県土整備部とし○水間委員

ての予算の総括の流れはどうですかということ

。を聞かれたときはどのようなお答えなんですか

もうそのくらいはわかっていなきゃおかしいと

思うんですけど。

昨年来の財政当局の話の中で○持原管理課長

は、公共事業費の三角の５％が基本になってお

ります。そういうことで、県民生活に影響が出

ないように、道路とか河川の維持管理経費、あ

るいは災害復旧経費等につきましては、先ほど

説明しましたように、骨格予算に計上いたしま

して、東九州自動車道あたりの経費につきまし

ては、優先的に確保しようとしているところで

ございます。

僕の質問が悪いのかもしれません○水間委員

ね。19年度の当初予算で448億を組んだわけです

よね、県土整備部の。一般会計416億、44.1％し

か組んでいなかった。だから、今度は知事は肉

づけをされるわけですよね。そうですね。その

中で県土整備部として、残りの100％に近くなる

ためには、どんな予算の努力をして、どのくら

い予想ができますかと、それがわかったら教え

てくださいと、そこを聞いたんですが、部長。

先ほどから申し上げてい○野口県土整備部長

ますとおり、今回は、県民の皆さんに御不便が

かからないように、約４割の骨格予算として当

初予算を組ませていただいたわけです。我々、

各地域からも公共施設、社会基盤について非常

に要望が多く、やっていかなくちゃいけないと

いうようなことは十分認識しております。その

中で、先ほど管理課長もお話ししましたけれど

も、一方で、県の財政的にも非常に厳しい部分

もあるというような中で、財政当局の方といろ

いろ折衝をしておりますが、かなり厳しい状況

にはなってきているということでございます。

しかしながら、やっていかなくちゃいけないこ

とはやっていかなくちゃいけないんですね。重

点的に、効率的に予算の執行を行っていきたい

と思っております。

さらに、これも先ほどと重複になりますけれ

ども、県政の最重要課題の東九州自動車道の、

特に県の負担が必要となります新直轄事業につ

きましては、必要額をこれからも確保していく

というような形にしておりますし、あるいは災

、害復旧等まだ残っている部分等もございますし

激特事業も５カ年間の予定で行っていくという

ものもございますので、そういうものを中心に

しっかり予算の確保を図っていきたいと思って

おります。以上です。

最後にしますが、28日にはこの予○水間委員

算の流れは説明しなきゃならない時期に来てい

るんですよ。そうでしょう。であれば、この委

員会でも、今、県土整備部としては、当初では

これくらい、今度は要求してこのくらいの予算

の流れとしてはあるんですというぐらいの説明

が欲しかったんですよ。今の説明、重点事業を
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いろいろやられるのはわかっているんですが、

今後、知事が骨格で組まれた予算を肉づけする

わけですから あと４～５日もしたら説明せにゃ、

ならん時期に来ているんですよ。それをまだ、

これはまだそこまでは発表できませんという流

れだろうと今、感じましたけれども、大体県土

整備部としてはこのくらいの予算の流れをつか

んでいるだろうと思うんですよ。つかんでいな

ければおかしいですよ。そこを隠すと言ったら

おかしいけれども、説明のところはちゃんと説

明してほしい。どうせあと２～３日すればそん

なことはわかるんです。いいです。

ほかに。○横田委員長

今回、入札制度改革というの○外山良治委員

は、官製談合があって、こういうことではいか

んわなと。知事が、議会に対して、あなた方は

入札率が96％もあっておかしいと思わんのです

かというような問いかけを私たち県議会の方に

しました。普通なら当局に対して、執行部に対

して言うべき言葉を県議会に言っておられるな

と、おかしな知事だなと私は不思議に思いまし

た。それはそれとして、こういった点について

は、県議会でも、私、過去４年間在籍をしてい

て、この点についてはかんかんがくがくの議論

がありました。たった４年でも随分と議会でも

話題となっておりました。ですから、これは県

議会の責任ではなくて、やっぱり当局が、執行

部側がそういったことを継続継承してきたと、

まず、そういった点について十分反省をしてい

ただきたいと。

そして、入札・契約制度改革案 案ではな―

いですね、当局が勝手につくるわけですから。

これでもって進めていくということになるで

しょう。例えば、地域要件、これを全県下を３

ブロックと６ブロックに分ける、それで地域要

件とすると。そうした場合に、今も話題になっ

、 、ていましたが 平成18年度当初はたしか80何億

最終が七百何十億だったと思いますが 今回の19、

年度肉づけでどのくらいになるかわかりません

が、700億を若干切るぐらいかなと、これは私が

勝手に推察するわけですよ。そうなって、地域

要件をカウントして、入札制度を改革して、例

えば、長野が75、宮崎県が95.6とか何とかで、

その差が21、それを入札制度改革をして、推計

値として例えば85～86に落ちついた場合、執行

残として大体どのくらい残ると考えておられる

んですか。

今の前提で概算67億程度とい○持原管理課長

うふうに考えております。

わかりました。例えば、60数○外山良治委員

億が残る 残るという表現はどうか、ここで―

要望、意見を言うていいかどうかわかりません

、 、けど 宮崎県というところは九州でも市町村道

県道の整備率が非常に悪いと。もっと細かな数

字を並べれば、例えば宮崎県下を１ブロックに

し、特Ａとか、8,000万とか、4,000万とか、そ

れ以下200万云々かんぬんした場合に、それをば

らした場合に、例えば３ブロックで分けた場合

にどれくらいの業者がおって、そのブロックで

は県道、市町村道の整備率が幾らで、６ブロッ

クに分けた場合の市町村道、県道の整備率が幾

、 、らで そういったことを十分カウントしながら

その有効利用ということを今後図っていただき

たいと。そうしなければ今の建設業というのは

全部干上がってしまうんではないのかというふ

うな感じがしますから、執行残と残された60数

億というものを、今後の県土の均衡ある発展と

いう視点、災害的視点、観光的視点、そういっ

たことで市町村道、県道の整備の方に充ててい

ただきたいと。これは部長の考え方をお願いい
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たします。

今のお話でございますけ○野口県土整備部長

れども、先ほど管理課長の方からお話がありま

、 、 、したように 落札率が高くても低くても 当然

差金が出てくるわけなんですけれども、それに

ついては、本当に真に整備をしていかなくては

いけないところの事業を進めるために有効に

使っていくのが我々の方針でございます。

もう一点、私は今回、機構の○外山良治委員

、 、 、改革といいますか 例えば 入札制度改革担当

これは県土整備部、この前の質問でも申し上げ

ましたけど、入札制度改革に当たって、審査委

員会とか、発注する、こういったものは県土整

備部から分離すべきだと、どうしてもその考え

方は変わりません。今回、まだ変えていないと

いうことですが、今後の計画と、入札制度改革

何とかかんとか会議というのがあって、委員が

６人おって、そういった点について、今後、ど

ういうふうにお考えになっているのか。発注も

県土整備部の中に置くことは、官製談合の反省

といいますか、そういうふうな点について疑義

があると。ですから、こういった点についてど

のようにお考えなのか、説明をお願いします。

実施方針の中でも一部うたわ○持原管理課長

、 、れておりますけれども 基本的に入札契約部門

もう一つ検査部門、これにつきましては、発注

部局から分離する方向で今年度中に検討すると

いうことになっております。

、 、それから 委員会の方でございますけれども

おっしゃったように ６人ということで現在やっ、

ておりますけれども、これにつきましても、発

注部局から離れたような形で、あるいは人数を

ふやすような形で、それと具体的な調査権限を

持たせるような格好で検討をするということに

なっております。よろしくお願いいたします。

わかりました。以上です。○外山良治委員

部長か管理課長に初歩的なことを○萩原委員

。 。お伺いします そもそも予定価格とは何ですか

工事原価、諸経費率いろいろ○持原管理課長

計算しまして、適正に工事が執行できる金額の

。目安ということになるのかなと思っております

ということは、その予定価格で仕○萩原委員

事を受けたら、その企業は企業として当然な利

益も出るし、従業員にも県の職員に劣らない給

料も出せるし、ボーナスも出せるし、非正規雇

用よりも正規社員を常套に採用できるというの

が予定価格でしょう。

ただ、その中でいろいろ業者○持原管理課長

さんサイドで競争をしていただいて、当然、私

ども公共団体でございますので、最小予算の最

大効果という原則がございますので、その中で

いろいろ競争が行われるのかなと。結果、落札

率というのが出てくるのかなというふうには考

えております。

それではもう一つ、最低ラインと○萩原委員

いうのはだれがお決めになるんですか。どうい

う経過のもとに最低が引かれるのか。

工事原価でありますとか、そ○持原管理課長

ういうものを一定の方式で積み上げまして、発

。注機関において定めておるところでございます

というのは業界の皆さん方が、今○萩原委員

の実勢価格、予定価格では実情に合わない、全

部が全部合わんとは言いませんけど、合わない

部分がたくさんあると。どう転んでみても予定

価格を10％切って90を切ったら、とてもじゃな

いけれども、企業として大変に苦しい。それな

りの資格者も常雇いしなさいよ 難しい仕事だっ、

たら現場の管理者もそれなりの頭数をそろえな

さいよと。ですから、あなたたちが言う最低ラ

インを決めるのは、物件ごとに、最終的に時間
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的に経過したときに、入札をした、応札があり

ますね、その時点で決めるのか、その５分前に

決めるのか、だれが決めるのか、その辺も具体

的に教えてください。

基本的には入札の時点で発注○持原管理課長

者が決めるということでございます。

だから発注者というのはだれです○萩原委員

か。知事の名前で決めるのか。

それは、それぞれ金額におき○持原管理課長

まして契約担当者というのが決まっております

ので、それぞれの段階になりますけれども。

いつも見ていると、例えば、ほか○萩原委員

の県ですよ、入札率が75％ぐらいで正当な競争

を経たというか、そしたら年じゅう75ぐらいで

突っ込んでいったらどうなんですか。

確かに、最初の部分で議論を○持原管理課長

させていただきましたように、一般競争入札が

導入されて以来の状況を見てみますと、かなり

低位での受注というのが実際出ております。そ

うなりますと、発注機関といたしましても、後

の不良品の問題とかいろいろ出てまいります。

下請のしわ寄せという問題も出てまいります。

そういうことで、その辺は十分に今後、検証を

してまいりたいというふうに考えております。

先週、ＮＨＫのドキュメンタリー○萩原委員

で名古屋の不落というやつが出ていましたね。

昨年度というか、399件。結局、仕事にはおいし

い仕事とおいしくない仕事があると。かつては

仕切り屋というか、お世話する人が、おいしい

仕事とおいしくない仕事をセットで、あなたは

この仕事とこの仕事をついでに、こっちは余り

よくない仕事だけど、これも一緒にしてくれん

かということである程度やっていたと。ところ

が、それができなくなってきたというので、お

いしい仕事にはみんな入札に来るけれども、お

いしくない仕事にはほとんど来ない。だから不

落、結局、仕事ができなかったのが399件。名古

屋市も困っておると。そういうのが天下の一番

公平であるＮＨＫがやっておったんですが、そ

れをどう思われますか。

私もそのビデオを見させてい○持原管理課長

ただきました。いろいろ地域、地域の事情とい

うのもあろうかと思いますけれども、うちの県

ではまだそういう状況には至っておりません。

僕は、一昨年、ここの委員長をさ○萩原委員

せてもらったときに、部会で横須賀市に行った

んですよね。建設業協会に行ったんです、いろ

いろ調べるために。そうしたら、ペーパーカン

パニーが相当入札に応募してきて、一般の県民

の方は入札というのは１日に何十件も、各事務

所を入れると数十件出るなんてことはわかって

いないんですよ。ですから、横須賀の場合は、

ペーパーカンパニーが１日に４件も５件も落札

したそうです ですから 落札者をそのボーダー。 、

ラインの75ですぐ決めるんじゃなくて、下から

３社から５社、第１次合格者で、それから全部

市の職員が総がかりでチェックしたそうです。

ペーパーカンパニー等が落札する危険性はない

のか、その辺のチェック体制は十分なのか、そ

の辺もお聞きしたいんです。

私どもでは、まず、建設業の○持原管理課長

許可の段階、これで第１段階、それから経営事

項の審査というのを毎年やっております。その

段階。あるいは信用情報が入ってまいります。

例えば、不渡りを出したとか、そういうのは指

名でありますとか発注する段階でチェックをか

けておりますし、施工の段階で、例えば著しく

低価格で入札をした場合、そういうものにつき

ましては、重点的に監督検査をしたり、あるい

は、今、検討しておりますけれども、特別な検
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査チーム等を構成しまして、重点的な監督検査

をやっていこうと、そういうことでそういう業

者を防ごうということで対応したいと考えてお

ります。

最後にちょっと部長に、部長、こ○萩原委員

れから競争入札になった場合に、一方で１万人

雇用拡大と言うけれども、例えば３年後はどの

ぐらいの予想を立てていらっしゃいますか。現

在の建設業の数から、すそ野の広い建設関連産

業の従業員がどの程度、予算にもよるでしょう

けど、予測をちょっとお話ししていただけます

か。

３年後の予測ということ○野口県土整備部長

ですが、方向的には、やはり経営力がすぐれて

いる、あるいは技術力を有しているというよう

な会社がしっかり育成されて、それは公共工事

を含めて育成されて、県土の社会資本の整備に

貢献してくれる、あるいは地域の災害やなんか

に貢献してくれる、あるいは雇用に貢献してく

れるというような方向に持っていくために しっ、

かりと各建設事業者さんの方でそういう体制を

とっているかというようなことも含めて、入札

の要件等、あるいは入札した後もしっかりと工

事の監督やなんかを県の方では進めていきたい

と。

一方、先ほど委員の方からお話があった、例

えば、ペーパーカンパニーというようなものが

もし存在しているということになったら、そこ

までは県としては責任を負いかねるというよう

な状況だと思っております。具体的な数につき

ましては、申しわけないですけれども、幾つ幾

。つというような話は県として出しておりません

そのほか、ございませんか。○横田委員長

御質問させていただきます ちょっ○武井委員 。

と違う関連から１点なんですが、私、こちらに

初めて参りまして出先機関のところを見ておる

んですが、土木事務所の統廃合というのはもう

少しできないものなのかというふうに思うんで

すが、例えば、私も前、県内に営業所を持って

いる民間会社におったんですが、宮交バスなん

ですけど、西都とか高鍋というのは当然、統廃

合しましたし、高鍋、串間も当然ながら宮崎と

か日南とかに統廃合されるべきであると思うん

ですが、出先機関が非常に多い印象を受けるん

ですけれども、その辺の統廃合についての計画

ないしは予定等があれば教えていただきたいと

思います。

おっしゃるように、ＩＴ部門○持原管理課長

の進化、あるいは道路事情が非常によくなって

きております。そういうことで過年度からいろ

、 、いろ検討をいたしておりますけれども 最終的

今年度、現状で考えているのは、南那珂部分、

日南・串間土木事務所の問題、中央部では宮崎

と高岡土木事務所の問題、西都と高鍋土木事務

所の問題、その辺の統廃合を含めて、今年中に

最終的な結論を出すということでいろいろ検討

いたしておるところでございます。

ありがとうございました。○武井委員

港湾の事務所というのは、どうしても港の至

。 、近になければならないものなんですか 例えば

河川と国道というのは国なんかは一緒にしてい

ますけれども、こういうものというのは一緒に

するということはできないものなんですか。

港湾事務所というのは港湾の○持原管理課長

建設とあわせて、港湾の管理というのが非常に

。密接に現場と関係があるように考えております

そういうことで、基本的には港湾の近辺で建設

とあわせて管理業務を担うのが適当かなという

ふうに考えております。ただ、いろいろ駐在所

等を抱えておりますので、そのようなものにつ
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きましては、整理統合というようなことで考え

ておるところでございます。

。 。○武井委員 結構です ありがとうございます

ちょっと聞かせてください。実○水間委員

は、18年度、県土整備部小林土木事務所の流れ

で、今回、旧須木村の皆さん方がいろいろ言わ

れておったのが、新軍谷トンネルの漏水工事な

んですね これはたしかでき上がってからもう30。

年になる、昭和48年ぐらいという話だったんで

すが、いまだにその漏水防止工事をしなきゃな

らない、この工事費だけでも10億近いんじゃな

いかというような話があるんですが、これはど

なたか御存じの方、いらっしゃいますか。

軍谷トンネルにつきまして○東道路保全課長

は、漏水があるということで、今やっています

けど、19年度まで工事にかかる予定です。

新たに掘った方がいいんじゃない○水間委員

かというような表現もあるんですよね。なぜ、

今まで約８億か10億に近い漏水の防止工事をし

なきゃならなかったのか、そこ辺の原因究明と

いうのはわかっているんですか。

トンネル自体は調査しまし○東道路保全課長

て大丈夫だという結果が出ています。水をとめ

るというのが非常に難しいことでありまして、

１カ所とめましたらその横から出てくるという

ような現実がありまして、対策に苦慮している

ところです。

、 、○水間委員 ですからね 地域住民の皆さん方

須木の人たちはみんなあそこのトンネルを通っ

てこないと小林に出れないんですが、本当に心

配をされているんですよ。いつ、何どき、どん

な崩落事故が発生するのかしないのか、毎年毎

年、漏水工事費で１億何ぼ要る、こんなことを

やっているよりも、また新たにどこかにトンネ

ルを掘ってもらった方がずっと安心だというよ

うな表現もあるんですよね。ですから、後でい

いですが、今までこの漏水防止に大体どのくら

いの金額が必要だったのか、それと19年度で漏

水が本当にとまるのか、そこらあたりを報告し

てください。

後日整理して説明したいと○東道路保全課長

思います。

お願いします。○水間委員

最後になるかと思いますが、景観○蓬原委員

法なんですが、精神面のことを啓発するための

基本方針なんですか、それとも、最終的には、

「県の基本方針に従って市町村が景観計画を策

定して、住民・事業者は実践」となっています

が、これは、予算を伴って、具体的にどういう

行動をするんですか。気持ちはわかるけど、何

するんだというようなことがよくわからないん

ですけどね。

。○河野都市計画課長 都市計画課でございます

今、委員から景観についての御質問なんですけ

ど、今まで高度成長時代ですけれども、大きく

経済が伸びた中で、人口もかなりふえてまいり

ました。そういう中で農地とかが開発されまし

て、いろんな住宅団地ができたわけですけれど

も、それに伴いまして、道路とかの社会資本整

備というのが大分上がってきたわけですけれど

も、平成16年に景観法が制定されたわけですけ

れども、生活の中でゆとりと安らぎというふう

なことが求められておりまして、特にいやしな

んですけれども、そういう状況の中で、新たに

景観を見直そうという動きが出てきたものでご

ざいます。

そういうことで、景観につきましては、一番

住民に近い市町村が景観行政団体というふうな

ことになりまして、このパンフレットにありま

すように、住民と市町村、県というスクラムの
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中で景観について考えていこうというふうなこ

とで、特に、住民につきましては、地域づくり

といいますか、住民に景観を知ってもらうとい

う啓発活動を重点的にやっていきたいというふ

うに思っております。そういうことで、住民に

啓発するために、景観のシンポジウムとか、景

。観セミナーといったものを開催していきたいと

また、市町村ですけれども、景観行政団体とい

うふうなことになりまして、各市町村で景観に

関する条例を今後つくっていくというふうなこ

とになります。特に、景観については、宮崎市

あたりもかなり積極的に力を入れておりますけ

れども、県としましても、市町村の景観に対す

る支援といいますか、そういったことで、県、

市町村 住民の体制づくりというものを今後やっ、

ていきたいというふうに考えております。

具体的には何か法律の縛りとか、○蓬原委員

それに伴う予算とか何かあるんですか。

景観については、先ほど○河野都市計画課長

言いましたように、市町村が景観行政団体とい

うふうになるわけですけれども、今後、景観の

基本計画をつくっていくわけでございます。

具体的に何をやるのかということ○蓬原委員

ですよ。

景観に関する支援の具体○河野都市計画課長

的なものですけれども、要するに、景観基本方

針というものを市町村につくっていただくわけ

ですけれども、その市町村の取り組みについて

支援をしていくというふうに考えております。

当然、景観計画というものを策定するわけです

、 、けれども そういったものについて支援を今後

。検討していきたいというふうに思っております

それから、各行政職員の方にも景観を知って

いただくということで、行政職員に対する景観

意識を高めるということで、県とか市町村職員

を対象に、景観研修といったものを進めていき

たいというふうに考えております。

きょうはこれでいいです。具体的○蓬原委員

に何をするか見えてこないんだけど。

きょうの読売新聞に、宮崎県の発○水間委員

、 、注工事落札率が81％ 急落と出ているんですが

県土整備部としてはこの委員会等にはこういう

説明をしないんですか。81％に急落した現状と

いうのは、委員会で要求をしないと資料も出さ

ない、あるいは説明もないということでいいん

でしょうかね。

今回のニュースにつきまして○持原管理課長

は、ホームページで公表している情報をもとに

取材があって、お答えした内容で記事にされた

ものというふうに理解しております。委員会に

対しましては、今回、年度ごと、18年度の総体

の結果というのを報告させていただきましたの

で、後、随時また報告させていただきたいとい

うふうには考えております。

それともう一点、配置予定技術者○水間委員

報告書不備ということで、摘要欄には無効と書

いてあるんですが、この技術者報告書、どうい

。 。う意味なんですか 初歩的な質問ですみません

旭・豊松経常建設共同企業体ですよ。

配置予定技術者というの○児玉技術検査課長

は、こちらが求めて、一回、応札を受けます、

そうすると、その中に主任技術者とか管理技術

者、それなりの者がいるか否かということで、

その所定の技術者がいなかったと、そういった

報告書の不備という扱いになっていると思って

いるんですが。再度確認させてください。

これだけでははっきりしない○持原管理課長

んですけれども、一定の工事ごとに、１級の土

木施工管理技師とか、２級でいいとか、いろい

ろ条件をつけております。その報告書が例えば
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不備であったと、最終的な意味というのはこれ

だけではわからないので、そういう意味でござ

います。

最終的にはわからないということ○水間委員

ですから、正確に調べて御報告をいただきたい

と思います。お願いします。

、 。○横田委員長 では 報告をお願いいたします

そのほか、ないですか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって県土整○横田委員長

備部を終わります。執行部の皆さん方、お疲れ

さまでございました。

暫時休憩いたします。

午後２時44分休憩

午後２時48分再開

委員会を再開いたします。○横田委員長

まず、５月15日に行われました委員長会議の

内容について御報告いたします。

委員長会議において、お手元に配付の「委員

長会議確認事項 のとおり 委員会運営に当たっ」 、

ての留意事項等を確認いたしました。

時間の都合もございますので、主な事項につ

いてのみ御説明いたします。

、 「（ ） 」まず １ページの ５ 閉会中の常任委員会

についてであります。定例会と定例会の間に原

則として１回以上開催し、継続案件を審議する

必要がある場合、あるいは緊急に協議する事項

が発生した場合等には、適宜、委員会を開催す

るというものであります。

次に、２ページの「 ８）常任委員長報告の修（

正申し入れ及び署名」についてであります。本

会議で報告する委員長報告について、委員会で

その内容を委員長一任とした場合、各委員が修

正等の申し入れを行う場合は、委員長へ直接行

うこと、報告の署名は委員長のみが行うことと

するものであります。

次に、３ページの「 12）調査等」についてで（

あります。

まず、アの県内調査についてでありますが、

３点でございます。１点目は、調査中の陳情・

要望等について、事情聴取の性格を持つもので

あり、委員会審査に反映させれば事足りるとい

、「 、 」うことで 後日 回答する旨等の約束はしない

ということであります。２点目は、委員会によ

る調査でありますので、個人行動はできる限り

避けるというものであります。３点目は、県内

、 、調査ではありますが 特に必要がある場合には

日程及び予算の範囲内で隣県を調査できるとい

うものであります。なお、委員会の県内調査に

つきましては、表のとおり取り扱うこととなっ

ております。このうち、日程につきましては、

必ずしも２泊３日という日程を前提とせず、宿

泊地の交通事情を考慮することや調査先を厳選

することなどにより、例えば、１泊２日と日帰

りといった日程なども可能と思われます。

次に、イの県外調査についてであります。節

、 、 、度ある調査を行うため 個人的な調査 休祝日

定例会中、調査先の議会中及び災害時の発着、

さらには単独行動を避けることを確認するもの

であります。なお、県外調査につきましては、

表のとおり 「３泊４日以内」の日程で行うこと、

となっております。

最後に、ウの国等への陳情につきましては、

必要に応じて、所管する事項について関係省庁

等に行うというものであります。

その他の事項につきましても、目を通してい

ただきたいと存じます。皆様には、確認事項に

基づき、委員会の運営が円滑に進むよう御協力

をお願いいたします。よろしいでしょうか。



- 48 -

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、今年度の委員会調査○横田委員長

、 。など 活動計画案について書記に説明させます

説明いたします。○古谷書記

お手元にお配りしております「平成19年度商

工建設常任委員会調査等活動計画（案 」をごら）

んください。

まず、県内調査についてでありますが、本年

度も県内を県北、県南の２地区に分けて実施す

るものとし、県南地区を７月２日（月曜日）か

ら４日（水曜日）にかけて、県北地区を７月31

（ ） （ ） 、日 火曜日 から８月２日 木曜日 にかけて

いずれも２泊３日以内で実施する予定でありま

す。

次に 県外調査でありますが 本年度は８月27、 、

日（月曜日）から30日（木曜日）に３泊４日以

内で実施する予定であります。

、 、次に 閉会中の委員会についてでありますが

７月20日 金曜日 10月29日 月曜日 １月23（ ）、 （ ）、

日（水曜日）を予定日とし、内容等については

直前の定例会の委員会で確認する予定でありま

す。

、 、最後に 国等への陳情についてでありますが

陳情は、必要に応じて、所管する部局の陳情項

目を関係する省庁等に対し行う予定としており

ますので、よろしくお願いいたします。

。委員会の活動計画については以上であります

書記の説明が終わりましたが、○横田委員長

活動計画案にありますとおり、７月２日～４日

及び７月31日～８月２日の日程で県内調査を、

８月27日～30日の日程で県外調査を実施する予

定でありますが、日程の都合もありますので、

、調査先について御意見・御要望がありましたら

お伺いしたいと思います。

調査先ではありませんが、宿泊地○坂元委員

は都城・北諸と小林の方で御配慮いただいて結

構です。日南市を御配慮いただかなくて結構で

すので、提案します。あとは一任します。

視察先なんですが、都城方面をお○蓬原委員

通りのようですが、ちょこっとでもいいんです

が、私の地元の話で申しわけないんですが、狭

隘な橋が大淀川の支流沖水川にありまして、ほ

んの10分でいいですから、そこを通っていただ

いて、ちょこっとおりて見ていただくありがた

いなと思うんですが、これ、地元からの大きな

要望になっておりますので。

従来、県の執行部が見てもらいた○坂元委員

いというものは、でき上がったきれいな橋とか

道路なんかを見せたがるんですが、今、蓬原委

員から出ましたように、いろいろ地元から長年

出ている要望箇所とか 懸案事項 解決しなきゃ、 、

ならない場所を優先的に視察していただきます

ようにお願いします。

あえてつけ加えますならば、何と○蓬原委員

か事業、何とか事業なんですよね。結局、県が

全部やっている事業をどうぞ成果をごらんくだ

、 、さいということだから そうでないものを見て

これが問題じゃないかと、問題になっていると

ころを見ていただきたい。

冗談抜きにして、今、日南でも視○坂元委員

察箇所が出ているんですよ。酒谷榎原線とか、

益安川とか、堀川運河とか、全部今、施工中な

んですよ。施工しているから見せたいわけです

よ。じゃなくて、まだ今から施工しなきゃなら

ん、まだ事業予算もついていない、調査費もつ

いていないというところを私はやっぱり見るべ

きだと思っておりますので、よろしくお願いし

ます。

わかりました。○横田委員長

県外も含めてどうぞ。
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県外なんですが、先ほどもちょっ○濵砂委員

と話が出ましたように、一般競争入札導入の結

果、先進じゃないですが、先例地等をぜひ視察

をしたいと思いますので、長野県をぜひ行程の

一つに入れていただけませんか。話によります

と 9,000社あった建設関連業者が5,000社に減っ、

たというような話もありますし、ぜひ、視察の

一つに加えていただきたいと思います。

実は調査候補一覧というのがお○横田委員長

手元に配付されていると思いますから、そうい

うのも参考に見ていただければと思います。

今のは県土整備部関係ばっかりだったんです

が、商工観光労働部関係とかももしよかったら

出していただきたいんですけど。

県外の場合、知事が自動車産業が○蓬原委員

云々などという、知事がどこまで自動車産業た

るもの それからそういう製造業に詳しくておっ、

しゃったかはよくわかりませんが、自動車産業

を将来誘致したいというようなことをおっ

しゃっておりましたので、そういう工業先進地

といいますか、そういうところを見るのもいい

んではないかと。例えば、昔で言う北九州工業

地帯あるいは阪神工業地帯、名古屋の中京工業

地帯、横浜の工業地帯もあるわけだけど、そう

いう先進地の工業地帯というのを見るのもいい

んじゃないかなと思うんですけど、商工観光労

働部に関してですね。

そのほか、ございませんか。○横田委員長

まちづくり３法でまちづくりがよ○萩原委員

く進んでいるところがあったら、ちょっと調べ

てほしいと思うんです。

わかりました。○横田委員長

それでは、県内調査、県外調査の日程、調査

先等につきまして、ただいまの御意見を参考に

しながら、正副委員長に御一任いただくことに

御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにさせてい○横田委員長

ただきます。

そのほか、何かありませんか。

次の委員会にきょう求めておりま○濵砂委員

した入札結果一覧、103件程度だったと思います

が、全部の資料提出をお願いいたします。入札

業者、金額、すべてのものを。

今度の委員会に間に合えばいい○横田委員長

ですか。

できたら早い方がいいです。その○濵砂委員

ときに質疑するのは早くもらった方がいいで

しょうから、できればあしたにもでき上がれば

下さい。

全員に配った方がいいですね。○横田委員長

もちろん。この委員会の要求です○濵砂委員

から。

わかりました。○横田委員長

、○外山良治委員 委員会での資料請求はきょう

。 、３件ほどありました 確認がされていませんが

委員長の方から３ないし４点の資料請求があっ

たということを確認の上、今、濵砂委員がおっ

しゃったように、今、県議会の場合には個人に

配付するでしょう。委員会としての資料請求と

いうことを確認の上、委員会に配付をしていた

だいて、かつ、その資料をもってまた議論があ

る場合が私は多いと思いますから、ぜひ、委員

会で配付をしていただきたいということを要望

いたします。以上です。

今、濵砂委員と外山委員のに関連○坂元委員

してですが、私個人は、うちの会派の会長を通

して、10円でも20円の物品購入でも、すべての

契約案件を議員に出してくれと、とにかく物品

管理課から全部。県病院の薬の購入から全部出
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してくれというふうに私は申し入れしているん

ですよ。だから、ここの委員会でも、例えば、

コンサル料でも随契の10万円の設計業務でも全

部、月報でこの委員会に出せということを言っ

てもいいと思うんですよね。しかし、私が要求

しているように、すべての部局、各課が月ごと

に鉛筆１本なりとも全部出せば、今おっしゃっ

、 、たことも どっちが優先になるか知りませんが

私は一応、会派の責任者にはすべての購入、契

約、売買を毎月出せというふうに求めておりま

すので、そこの整合性をまた。

ということですが、委員会とし○横田委員長

ての資料提供はやっぱり委員会でしてもらった

。 、 。方がいいですね では そのようにいたします

もう一点、もうちょっと親切に書○萩原委員

きなさいと。何％入札で、すべてが何％なんか

ここに計算機を持ってきてやらにゃいかんわけ

でしょう。マスコミで81％でしたと言うけど、

ここでパーセントなら何ぼの入札率かなんて、

もうちょっと親切をもって旨としてほしいとい

うことが必要ですよね。

そういうことでいいですか。○横田委員長

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

この前、アルバムの問題をやられ○蓬原委員

。 。 。ましたね 全国で5,000万 ここで100万ですか

議員の大半が、１人、２万幾らかかって、４年

に１遍それがつくられているということを知ら

なかったんですよね。予算の審議でもしてない

ですよ。なぜかというと、市議会、町議会の経

験のある方は、款・項・目・節まで資料をくれ

ていましたから、その節の中にそういう支出項

目があったなというのはわかるんですね。とこ

ろが、ここの場合は、非常にある意味、効率よ

くやるために、款と項までやる。それも大きな

目新しい事業しか説明しないもんだから、中身

の目・節まで知らないんですよ。だから、アル

バム代があったやろうがと言われても、ええ、

そんなのがあったのかというふうなお恥ずかし

い状況になっているんですよね。

、 、ということは 我々は予算の審議に際しては

場合によっては節のところまで要求する場合が

、あるよということはこれからやっておかないと

この前みたいな自分たちがもらうアルバムの存

在も知らなかった、予算も知らなかったという

ことになるんで、それは委員会の違いもあるん

ですよ。委員会にいた人が皆、100％アルバム代

というのが18年度の当初予算で組まれたのを

知っていたか。審議はしたことになっているが

知らなかったというのが現実ですから、さっき

の官製談合が見抜けなかったという話、どうい

う契約をしたかというところまでやるというこ

とからすれば、場合によっては節のところまで

要求する場合があるよということを考えておく

というか、執行部に申し入れはしておった方が

いいと思うんですよ。

そうなると今度は決算の不用額100○坂元委員

万円以上というのが消えますね。前はなかった

のよ、100万円以上というのは。だから、節の説

明まですると、事業費だけでもずらっとあるわ

けだから、膨大な資料になると。しかし、審査

はそういうふうにすべきなのかなということに

なるがなと。

私の言い方は、場合によっては従○蓬原委員

来のその説明の仕方で結構ですが、こちらが問

題とするような箇所がある場合は節まで要求す

る場合があるよということを心構えしておいて

ほしいと。

全部の資料を提供しなさいとい○横田委員長

うわけではないですね。

そういうことですよ。○蓬原委員
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そういったことは本当、僕ら○外山良治委員

もここに来てびっくりしています。ですから、

款・項・目・節まで等の問題等、決算分科会

の100万以下は云々かんぬんというやつ、これは

議運なら議運で議論してもらって、いやいや、

これは議運事項ですよ。

小委員会が今度できたやつやろ。○坂元委員

小委員会でもどこでもいいん○外山良治委員

ですが、そこら辺で一定程度の議論をしていた

だいて 共通の認識の上に立った方がいいんじゃ、

ないかと私は思います。以上です。

たまたま議会運営委員長がおら○横田委員長

れますので。

うちの委員会で資料要求を、さき○濵砂委員

の入札結果いかんということだったんですが、

個々の備品等についてうちの所管の各部から出

すということですか。

、 、○坂元委員 先ほど関連して言ったのは 私は

うちの会派の会長を通じて、全部の県会議員に

配れと。官製談合が見抜けなかったなんて、橋

、 。 、の設計なんてわからんわ あれじゃ だったら

そこ辺のロッカーをいつ、何ぼで買ったのかと

か どこから買ったのかという物品調達までずっ、

と全部公開して、毎月月報でいいから我々に報

告しろと。だから、それはうちの会派を通じて

、 、申し入れているんで それをやるというのなら

各委員会すべて包括して全部出てくるよなとい

う意味を私は言ってるんです。しかし、だめだ

というふうに執行部が言うんなら、じゃ、うち

の委員会だけでも、所管のだけでも全部出せと

いうことを求めていくということになりはしな

いかと。

結局、今回はここだけということ○濵砂委員

ですか、要求は。

さっきのやつでしょう。さっき○横田委員長

のやつは要求します。

いやいや、備品やすべてのものを○濵砂委員

含めて。

それでは、次の委員会には、先○横田委員長

ほど要求がありました資料提供を委員会あてに

お願いしますので、よろしくお願いします。

そのほか、ございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもちまして本○横田委員長

日の委員会を終わります。

午後３時７分閉会




